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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１構造体、前記第１構造体と係合する第２構造体及び前記第１構造体と前記第２構造
体とを相対移動不能に連結する連結手段を含む連結構造体を備える遊技機であって、
　前記第１構造体は、本体部と、前記本体部の外側に位置する被連結部と、前記本体部か
ら外方向に延出して前記本体部と前記被連結部とを接続し、前記第１構造体の被連結部と
前記第２構造体の被連結部とが前記連結手段で連結されている相対移動阻止状態を解除す
る場合に切断される接続部とを含み、
　前記第２構造体は、本体部と、前記連結手段により前記第１構造体の被連結部と連結さ
れる被連結部とを含み、
　前記第１構造体の本体部、被連結部及び接続部は、光透過性物質で一体成形されており
、
　前記連結構造体に対して移動可能であり、移動可能な範囲のうちの一部の特定の範囲に
位置している場合に前記接続部に光を照射可能である発光手段を備え、
　前記発光手段と、前記連結構造体とが、遊技機本体に対して着脱可能に取り付けられた
遊技部材に設けられていることを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記遊技機は、パチンコ機またはスロットマシンであることを特徴とする請求項１に記
載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パチンコ機等の遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の典型的なパチンコ遊技機やスロットマシン等の遊技機において、遊技機の動作を
制御する制御基板を開封不能に連結された基板ボックスの内部に収容する構成や制御基板
の収容された制御装置を遊技機本体に離脱不能に連結する構成が採用されている。これら
の連結構造において、制御装置の動作不良等により制御基板を遊技機本体から取り外す必
要が生じる場合を考慮して、制御基板に大きな衝撃を与えたり制御基板を破損させたりす
ることなく安全にかつ簡便に取り外せるように、簡単な工具で切断することによって開封
不能な連結や離脱不能な連結を解除できる特定の部分（以下において「連結解除用特定部
」とも称す）が設けられている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平１０－３３７３６７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、連結解除用特定部を切断して基板ボックスを一旦開封し、制御基板を不
正に改変した後に基板ボックスを元のように閉鎖する不正行為が知られており、このよう
な不正行為が行われると基板ボックスの開封痕跡を目視によって確認することが困難とな
る虞があった。なお、上記においては制御基板に関連する連結構造ついて例示したが、そ
の他の連結構造についても同様である。
【０００５】
　上記例示した事情等に鑑みて、本発明は、連結状態を好適に確認できる遊技機を提供す
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決すべく、本発明に係る遊技機は、
　第１構造体、前記第１構造体と係合する第２構造体及び前記第１構造体と前記第２構造
体とを相対移動不能に連結する連結手段を含む連結構造体を備える遊技機であって、
　前記第１構造体は、本体部と、前記本体部の外側に位置する被連結部と、前記本体部か
ら外方向に延出して前記本体部と前記被連結部とを接続し、前記第１構造体の被連結部と
前記第２構造体の被連結部とが前記連結手段で連結されている相対移動阻止状態を解除す
る場合に切断される接続部とを含み、
　前記第２構造体は、本体部と、前記連結手段により前記第１構造体の被連結部と連結さ
れる被連結部とを含み、
　前記第１構造体の本体部、被連結部及び接続部は、光透過性物質で一体成形されており
、
　前記連結構造体に対して移動可能であり、移動可能な範囲のうちの一部の特定の範囲に
位置している場合に前記接続部に光を照射可能である発光手段を備え、
　前記発光手段と、前記連結構造体とが、遊技機本体に対して着脱可能に取り付けられた
遊技部材に設けられていることを特徴としている。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、連結状態を好適に確認できる遊技機を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
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【図１】パチンコ機の正面図
【図２】パチンコ機の斜視図
【図３】パチンコ機の主要な構成の展開状態を示す斜視図
【図４】パチンコ機の主要な構成の他の展開状態を示す斜視図
【図５】中間ユニットの正面図
【図６】遊技盤の正面図
【図７】中間ユニットの背面図
【図８】裏パックユニットの背面図
【図９】パチンコ機の背面図
【図１０】主制御装置ユニットの正面図
【図１１】主制御装置ユニットの分解斜視図
【図１２】主制御装置の正面図
【図１３】主制御装置の分解斜視図
【図１４】基板ボックスの開放動作を示す斜視図
【図１５】主制御装置ユニットの正面図
【図１６】主制御装置ユニットの左側部分の正面拡大図
【図１７】取り外し封印部の図１６におけるＸＡ－ＸＡ矢視断面図
【図１８】取り外し封印部を検査する光源の配置を説明する模式的な断面図
【図１９】取り外し封印部における封印解除痕跡の確認方法を説明する断面図
【図２０】第１種開放封印部の図１６におけるＸＢ１－ＸＢ１矢視断面図
【図２１】第１種開放封印部の図１６におけるＸＢ２－ＸＢ２断面図
【図２２】第２種開放封印部の図１６におけるＸＣ１－ＸＣ１矢視断面図
【図２３】第２種開放封印部の図１６におけるＸＣ２－ＸＣ２矢視断面図
【図２４】第２種開放封印部の封印解除痕跡の確認方法を説明する模式的な正面図
【図２５】第２種開放封印部の封印解除痕跡の確認方法を説明する模式的な断面図
【図２６】主制御装置ユニットの右側部分の拡大斜視図
【図２７】主制御装置ユニットの右側部分の正面拡大図
【図２８】主制御装置ユニットの右側部分の背面拡大図
【図２９】第３種開放封印部の図２６におけるＸＤ－ＸＤ矢視断面図
【図３０】第３種開放封印部の封印解除痕跡の確認方法を説明する模式的な斜視図
【図３１】第４種開放封印部の図２６におけるＸＥ－ＸＥ矢視断面図
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本発明の実施形態として、遊技機の一種であるパチンコ遊技機（以下、「パチン
コ機」という）の実施例を説明し、その後に変形例を説明する。図１はパチンコ機１０の
正面図、図２はパチンコ機１０を前方から見た斜視図、図３及び図４はパチンコ機１０の
主要な構成を展開して示す斜視図、図５は中間ユニット１３の正面図である。なお、図３
及び図５では便宜上パチンコ機１０の遊技領域２３ａ内の構成を省略している。
【００１０】
　パチンコ機１０は、図３に示すように、当該パチンコ機１０の外殻を形成する外枠１１
と、この外枠１１に対して前方に回動可能に取り付けられた遊技機本体１２と、を有する
。外枠１１は、木製の板材を上辺及び下辺とし、アルミ製の板材を左右の辺とした四辺を
固定した枠状に形成される。パチンコ機１０は、外枠１１を島設備に取り付け固定するこ
とにより遊技場に設置される。なお、パチンコ機１０において外枠１１は必須の構成では
なく、外枠１１又は外枠１１と同一の内形を有し、外枠１１の遊技機本体１２支持構造及
び施錠構造を有する部材が遊技場に備え付けられた構成としてもよい。
【００１１】
　遊技機本体１２は、図３に示すように、中間ユニット１３と、その中間ユニット１３の
前方に配置される前扉枠１４と、中間ユニット１３の後方に配置される裏パックユニット
１５とを備えている。遊技機本体１２のうち中間ユニット１３が外枠１１に対して回動可
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能に支持されている。
【００１２】
　中間ユニット１３には、図３に示すように、前扉枠１４が回動可能に支持されており、
正面視で左側を回動基端側（開閉基端側）とし、右側を回動先端側（開閉先端側）として
前方へ回動可能とされている。また、中間ユニット１３には、図４に示すように、裏パッ
クユニット１５が回動可能に支持されており、正面視で左側を回動基端側（開閉基端側）
とし、右側を回動先端側（開閉先端側）として後方へ回動可能とされている。
【００１３】
　中間ユニット１３には、図３に示すように、その回動先端部に施錠機構１６が設けられ
ており、遊技機本体１２を外枠１１に対して開放不能に施錠状態とする機能と、前扉枠１
４を中間ユニット１３に対して開放不能に施錠状態とする機能を有している。これらの各
施錠状態は、図１に示すようにパチンコ機１０前面にて露出させて設けられた施錠機構１
６のキーシリンダに対して、解錠キーを用いて解錠操作を行うことにより、それぞれ解除
される。
【００１４】
　中間ユニット１３は、図３に示すように、外形が外枠１１とほぼ同一形状をなす枠状の
枠ユニット２１を主体に構成されている。枠ユニット２１には、前面側より遊技盤２３が
着脱可能に取り付けられる内枠としての機能を有し、この遊技盤２３に形成される遊技領
域２３ａが中間ユニット１３の前面側に露出可能に取り付けられる。遊技領域２３ａ内の
様子は、図３に示すように、前扉枠１４の背面側に設けられた窓パネルユニット３０を通
じてパチンコ機１０前方から視認可能となっている。
【００１５】
　前扉枠１４は、中間ユニット１３の前面側に回動可能に取り付けられている。前扉枠１
４の回動基端側には、図２に示すように、前扉取付金具５７，５８が設けられ、この前扉
取付金具５７，５８が中間ユニット１３に係合することにより、中間ユニット１３に対し
て前扉枠１４が回動可能に支持される。
【００１６】
　前扉枠１４は、図３に示すように、中間ユニット１３と外形がほぼ同一の長方形状に形
成されている。前扉枠１４には、窓パネルユニット３０の外周縁が正面視で露出しないよ
うに窓パネルユニット３０より小さく開口形成された窓部１４ａが設けられる（図１参照
）。この窓部１４ａが窓パネルユニット３０によって背面側から覆われることで、窓パネ
ルユニット３０を取り付けた前扉枠１４によって中間ユニット１３の前面側のほぼ全域が
覆われる。
【００１７】
　窓パネルユニット３０は、図３に示すように、窓部１４ａより大きな外形で透明性を有
する前後一対の透明ガラス３１，３２と、これら透明ガラス３１，３２を一体化する固定
枠３３とを備えている。固定枠３３は、合成樹脂により透明ガラス３１，３２より一回り
大きな環状に形成され、透明ガラス３１，３２の外周縁が固定枠３３に接着されることで
窓パネルユニット３０は一体化された複層ガラスとされている。
【００１８】
　なお、窓パネルユニット３０は、透明ガラス３１，３２によって無色透明に形成されて
いるが、これに限定されることはなく合成樹脂によって無色透明に形成されていてもよく
、パチンコ機１０前方から窓パネルユニット３０を通じて遊技領域２３ａを視認可能であ
れば無色透明でなく有色透明に形成されていてもよい。
【００１９】
　前扉枠１４において窓部１４ａの周囲には、図１に示すように、ＬＥＤ等の発光器を内
蔵した電飾部２４が複数設けられている。これら電飾部２４では、大当たり時や所定のリ
ーチ時等における遊技状態の変化に応じて点灯や点滅が行われる。また、窓部１４ａの上
側の電飾部２４には、払出球が不足する等の所定のエラー時に点灯する発光器と、賞球払
出中に点灯する発光器とが内蔵されている。また、窓部１４ａの右上側及び左上側には、
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遊技状態に応じた効果音などが出力されるスピーカ装置を覆うスピーカカバー２７が設け
られている。
【００２０】
　前扉枠１４における窓部１４ａの下方には、図２に示すように、手前側へ膨出した上側
膨出部２８と下側膨出部２９とが上下に並設されている。上側膨出部２８には上方に開口
した上皿２８ａが設けられており、下側膨出部２９には同じく上方に開口した下皿２９ａ
が設けられている。上皿２８ａは、払出装置２２４より払い出された遊技球を一旦貯留し
、一列に整列させながら遊技球発射機構１１０側へ導く機能を有している。また、下皿２
９ａは、上皿２８ａ内にて余剰となった遊技球を貯留する機能を有している。なお、上皿
２８ａと下皿２９ａとに分けて複数箇所に遊技球を貯留する部位を設ける必要はなく、下
皿２９ａを廃止して上皿２８ａのみとした１つの貯留部のみを有する構成としても良い。
【００２１】
　上側膨出部２８における上皿２８ａ（遊技球の貯留領域）の手前側には、遊技者らによ
り手動操作される操作スイッチ４０が設けられている。操作スイッチ４０は、図柄表示装
置９４の表示画面９４ａ等にて遊技者の操作に対応した演出が行われる場合に使用される
操作装置である。この操作スイッチ４０は、上皿２８ａ以外に下皿２９ａ周辺等の別の部
位に設けられても良いし、複数箇所に設けられても良く、また、操作方法として押しボタ
ン式のスイッチであっても良く、タッチセンサ、非接触式のセンサ等の別の操作方法によ
って情報入力可能な構成としても良い。
【００２２】
　前扉枠１４における下側膨出部２９の右側には、図２に示すように、手前側へ突出する
ようにして発射操作装置４５が設けられている。発射操作装置４５は、遊技領域２３ａに
遊技球を発射すべく操作される装置であり、図２に示すように、操作ベース４６に対して
、環状の操作ハンドル４７が回転可能に軸支されてなり、遊技球の発射操作に際して操作
ハンドル４７が遊技者により回転操作されるものである。この場合、操作ハンドル４７の
回転操作量は、操作ベース４６に内蔵された操作量検出手段としての可変抵抗器により検
出される。また、発射操作装置４５には、操作ハンドル４７を遊技者が触れていることを
検知するためのタッチセンサが操作ベース４６に内蔵されるとともに、操作ハンドル４７
を回転操作した状態において遊技球の発射を停止させるために操作される停止操作レバー
４８が設けられている。
【００２３】
　前扉枠１４の背面側には、図３に示すように、通路形成ユニット５０が取り付けられて
いる。通路形成ユニット５０は、合成樹脂により成形されており、上皿２８ａに通じる前
扉側上皿通路部５１と、下皿２９ａに通じる前扉側下皿通路部５２と、ファール球通路部
５５を有している。通路形成ユニット５０の上側隅部には後方に突出し上方に開放された
払出球受口部５３が形成されており、当該受口部５３が仕切壁５４によって左右に仕切ら
れることで前扉側上皿通路部５１の通路入口と前扉側下皿通路部５２の通路入口とがそれ
ぞれ形成されている。
【００２４】
　ファール球通路部５５は、遊技球発射機構１１０から発射された遊技球のうち遊技領域
２３ａまで至らなかった遊技球をファール球として下皿２９ａに排出する通路を形成する
部位である。ファール球通路部５５には、図３に示すように、上方に開放されたファール
球受口部５６が設けられる。このファール球受口部５６よりファール球が受け入れられ、
前扉側下皿通路部５２にファール球が案内されることにより、ファール球通路部５５に入
った遊技球は下皿２９ａに排出される。なお、ファール球通路部５５は、下皿２９ａでな
く、上皿２８ａに接続され、ファール球が上皿２８ａに排出される構成としても良い。
【００２５】
　遊技球発射機構１１０は、図３に示すように、前扉枠１４を開放した場合に前面側に露
出される部品であり、中間ユニット１３の前面側右下部分に設けられている。この遊技球
発射機構１１０は、図５に示すように、発射装置として設けられた電磁式の発射用ソレノ
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イド１１１と、発射レール１１２と、球送り装置１１３とを備えている。球送り装置１１
３は、上皿２８ａに貯留された遊技球を発射レール１１２上に１個ずつ供給する。この場
合、この供給される遊技球は発射用ソレノイド１１１において打出し部として設けられた
プランジャ１１４の突出経路上に配置される。そして、発射用ソレノイド１１１への電気
的な信号の入力により、プランジャ１１４が発射レール１１２上の遊技球に向けて移動し
、当該遊技球は遊技領域２３ａに向けて打出される。なお、遊技球発射機構１１０の電動
アクチュエータは、発射用ソレノイド１１１に限定されることはなく、発射モータなどを
用いてもよい。
【００２６】
　中間ユニット１３の左側であって発射レール１１２の左方には、図３に示すように、通
路形成部材１２１が配設されている。枠ユニット２１には、通路形成部材１２１が設けら
れる部位を前後方向に貫通する貫通孔が設けられ、この貫通孔を前面側から覆うようにし
て通路形成部材１２１は、枠ユニット２１にネジ止めされている。
【００２７】
　通路形成部材１２１は、図５に示すように、本体側上皿通路部１２２と本体側下皿通路
部１２３とを有している。前扉枠１４が閉鎖状態とされた場合には、通路形成部材１２１
の下側部分に前扉枠１４に設けられる通路形成ユニット５０の払出球受口部５３（図３参
照）が入り込む。そして、本体側上皿通路部１２２の下方には前扉側上皿通路部５１が配
置され、本体側下皿通路部１２３の下方には前扉側下皿通路部５２が配置される。
【００２８】
　通路形成部材１２１の下側部分には、図５に示すように、本体側上皿通路部１２２及び
本体側下皿通路部１２３からの遊技球の流出を規制するシャッタ１２４が設けられている
。シャッタ１２４は、両通路の出口部分を狭め遊技球の流出を阻止する阻止位置と、遊技
球の流出を許容する許容位置との両位置に切り替え可能に設けられる。また、枠ユニット
２１には、シャッタ１２４を阻止位置に向けて付勢する付勢部材が取り付けられ、前扉枠
１４を中間ユニット１３に対して開いた状態では付勢部材の付勢力によってシャッタ１２
４が阻止位置に留まる構成となっている。これにより、本体側上皿通路部１２２又は本体
側下皿通路部１２３に遊技球が貯留されている状態で前扉枠１４を開放した場合に、その
貯留球がこぼれ落ちてしまうといった不都合が回避されている。これに対し、前扉枠１４
を閉じた状態では、前扉枠１４の通路形成ユニット５０に設けられた払出球受口部５３の
外周部分により上記付勢力に抗してシャッタ１２４が許容位置に押し戻される。この状態
では、本体側上皿通路部１２２及び前扉側上皿通路部５１が連通し、本体側下皿通路部１
２３及び前扉側下皿通路部５２が連通して、遊技球の流下が許容される。
【００２９】
　次に、遊技領域２３ａを形成する遊技盤２３の構成を、図６に基づいて説明する。図６
は遊技盤２３の正面図である。
【００３０】
　遊技盤２３は、木製の合板で形成した板材と同板材の前側の板面を覆うシート材とを有
する遊技板２３ｂを備えており、その全面が枠ユニット２１の前面側に露出している。こ
の露出している部位、すなわち遊技盤２３の前面には、遊技球が流下する遊技領域２３ａ
が形成されている。上記したように遊技領域２３ａは透明ガラス３１，３２によって前面
側が覆われているため、後側の透明ガラス３２によって遊技領域２３ａの前面側が区画さ
れる。また、遊技領域２３ａの背面側は遊技板２３ｂの前面によって区画される。なお、
遊技板２３ｂを構成する板材は、合板に限らず一枚板で形成しても良いし、木製に限らず
例えば透明な合成樹脂製の板材または成形品で形成しても良い。
【００３１】
　遊技領域２３ａは、正面視において遊技盤２３の全域に渡る上下及び左右方向の寸法に
設定され、右下部分のみが右下側に突出した略円形状に形成されている。遊技領域２３ａ
は、その外周が誘導レール１００及び区画部材１０７により区画されている。誘導レール
１００は、遊技盤２３の左側全域に及ぶ大きさの円弧状の内レール１０１と外レール１０
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２とからなり、これら内レール１０１と外レール１０２とにより遊技領域２３ａの左側に
円弧状の誘導通路１０３を形成する。
【００３２】
　誘導通路１０３の下側端部には、誘導通路１０３の入口部１０４が形成され、この入口
部１０４と発射レール１１２とは離間して設けられる（図５参照）。誘導通路１０３の上
側端部には、誘導通路１０３の出口部１０５が形成され、その出口部１０５の右上側には
遊技領域２３ａに到達した遊技球の誘導通路１０３内への戻りを防止する戻り防止部材１
０６が取り付けられている。
【００３３】
　発射操作装置４５（図１参照）の操作ハンドル４７が遊技者により手動操作された場合
、中間ユニット１３の右下部分に設けられた遊技球発射機構１１０（図５参照）から発射
された遊技球は、誘導通路１０３を経由し、誘導通路１０３の出口部１０５において戻り
防止部材１０６により閉鎖された遊技領域２３ａの入口を押し広げて遊技領域２３ａ内に
進入する。遊技球の発射力が弱すぎる場合には、遊技球が遊技領域２３ａまで至らず誘導
通路１０３内で落下し始め、誘導通路１０３の入口部１０４と発射レール１１２との間に
落下する。前扉枠１４の閉鎖状態においては、この入口部１０４と発射レール１１２との
間にファール球受口部５６が配置され、遊技領域２３ａまで至らなかった遊技球はファー
ル球通路部５５を経由して下皿２９ａへ排出される。
【００３４】
　区画部材１０７は、遊技領域２３ａの右側を区画するものであり、合成樹脂を成形して
縦長に形成され、遊技板２３ｂの前面にネジ止めされている。この区画部材１０７は、外
レール１０２の上側における右側端部を起点とし、内レール１０１の下側における右側端
部より下側まで延在している。
【００３５】
　なお、区画部材１０７の上端部には、機種名が印字された証紙１０７ａが貼り付けられ
、区画部材１０７の下端部には、メーカー名や製造番号などが印字された証紙１０７ｂを
貼り付けた台座部品が固定されている。これら証紙１０７ａ，１０７ｂは、透明ガラス３
１，３２を介してパチンコ機１０前方から視認可能な位置に配置される。
【００３６】
　遊技板２３ｂには、ルータ加工が施されることによって前後方向に貫通する大小複数の
開口部が形成されている。各開口部には一般入賞口８１、可変入賞装置８２、上作動口８
３ａ、下作動口８３ｂ、スルーゲート８４、可変表示ユニット８５、主表示装置９６等が
設けられている。
【００３７】
　一般入賞口８１、可変入賞装置８２、上作動口８３ａ及び下作動口８３ｂへの入球が発
生すると、それが遊技盤２３の背面側に配設された検知センサ（図示略）により検知され
、その検知結果に基づいて所定数の賞球の払い出しが実行される。この場合、上作動口８
３ａへの入球が発生した場合及び下作動口８３ｂへの入球が発生した場合には３個の賞球
の払い出しが実行され、一般入賞口８１への入球が発生した場合には１０個の賞球の払い
出しが実行され、可変入賞装置８２への入球が発生した場合には１５個の賞球の払い出し
が実行される。但し、これら賞球の個数は任意であり、例えば上作動口８３ａに係る賞球
個数よりも下作動口８３ｂに係る賞球個数が多いといったように、両作動口８３ａ，８３
ｂの賞球個数が相違していてもよい。また、可変入賞装置８２に係る賞球個数が他の賞球
個数に比べて多い構成に限定されることはなく、例えば一般入賞口８１に係る賞球個数と
同一の構成としても良く、少ない構成としても良い。
【００３８】
　遊技領域２３ａの中央部には、可変表示ユニット８５が設けられ、可変表示ユニット８
５の構成部品として、絵柄の一種である図柄を変動表示（又は、可変表示若しくは切換表
示）する図柄表示装置９４が遊技板２３ｂの背面側に設けられ、正面視で図柄表示装置９
４の表示画面９４ａを囲むように設けられるセンターフレーム９５が遊技板２３ｂの前面
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側より取り付けられている。図柄表示装置９４の前面側であってセンターフレーム９５の
後側には、ポリカーボネート等の透明な合成樹脂材料により形成された透明保護板が設け
られ、図柄表示装置９４の表示画面９４ａは、その透明保護板を介して前面側から視認可
能とされている。
【００３９】
　遊技領域２３ａは、その中央部にセンターフレーム９５が設けられることで、センター
フレーム９５の左右両側に位置する左側領域ＰＥ１と右側領域ＰＥ２とに区画され、遊技
領域２３ａに発射された遊技球は、左側領域ＰＥ１または右側領域ＰＥ２のいずれか一方
を流下することとなる。左側領域ＰＥ１及び右側領域ＰＥ２の下側には、両領域から流下
した遊技球が合流して流下する下側領域ＰＥ３が遊技領域２３ａの一部として設けられて
いる。
【００４０】
　遊技領域２３ａへ遊技球が到達する回動量に操作ハンドル４７が操作されると、左側領
域ＰＥ１または右側領域ＰＥ２のいずれか一方を遊技球が流下する。操作ハンドル４７の
操作量が少なく、センターフレーム９５の一番上側の部位を超えない発射力となる回動操
作量で遊技球が発射されると、遊技球は遊技領域２３ａの入口に近い左側領域ＰＥ１を流
下する。その操作量より操作ハンドル４７の操作量が多く、センターフレーム９５の一番
上側の部位を確実に超える発射力となる回動操作量で遊技球が発射されると、遊技球は右
側領域ＰＥ２を流下する。それらの間部分に相当する回動操作量の場合には、遊技球は、
左側領域ＰＥ１と右側領域ＰＥ２との両方に分散して流下する。遊技者は、操作ハンドル
４７の回動操作量を調整することで、左側領域ＰＥ１と右側領域ＰＥ２とのいずれの領域
を遊技球が流下するかを選択して遊技を行うことができる。
【００４１】
　遊技盤２３の最下部には、アウト口８６が設けられ、左側領域ＰＥ１または右側領域Ｐ
Ｅ２を流下して最終的に各種入賞口等に入らなかった遊技球はアウト口８６を通って遊技
領域２３ａから排出される。遊技領域２３ａには、遊技球の落下方向を適宜分散、調整等
するために多数の釘８７が植設され、風車等の各種部材（役物）が配設されている。
【００４２】
　ここで、入球とは、所定の開口部を遊技球が通過することを意味し、開口部を通過した
後に遊技領域２３ａから排出される態様だけでなく、開口部を通過した後に遊技領域２３
ａから排出されない態様も含まれる。但し、以下の説明では、アウト口８６への遊技球の
入球と明確に区別するために、一般入賞口８１、可変入賞装置８２、上作動口８３ａ、下
作動口８３ｂ又はスルーゲート８４への遊技球の入球を、入賞とも表現する。
【００４３】
　上作動口８３ａ及び下作動口８３ｂは共に上向きに開放されている。また、上作動口８
３ａが上方となるようにして両作動口８３ａ，８３ｂは鉛直方向に並んでいる。下作動口
８３ｂには、左右一対の可動片よりなるガイド片（サポート片）としての電動役物８３ｃ
が設けられている。
【００４４】
　上作動口８３ａ及び下作動口８３ｂは、遊技領域２３ａの下側領域ＰＥ３に設けられて
いる。上作動口８３ａは、センターフレーム９５の下部に設けられて遊技球が上面を転動
するステージの直下に配置され、センターフレーム９５で形成された誘導通路（図示略）
を介してステージ上に誘導され、誘導通路を経由しない遊技球より上作動口８３ａへ入賞
しやすい構成とされている。この誘導通路の入口は、センターフレーム９５において左側
領域ＰＥ１に面する左側部分に設けられ、また、ステージの下側から飛び込む遊技球とし
て、左側領域ＰＥ１からの方がステージに飛び込み易い釘８７の配置とされている。すな
わち、左側領域ＰＥ１を遊技球が流下した場合の方が、右側領域ＰＥ２を遊技球が流下す
る場合に比べて上作動口８３ａへの入賞が発生しやすい設定とされている。
【００４５】
　電動役物８３ｃは遊技板２３ｂの背面側に搭載された電動役物駆動部に連結されており
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、当該電動役物駆動部により駆動されて閉鎖状態（非サポート状態又は非ガイド状態）及
び開放状態（サポート状態又はガイド状態）のいずれかに配置される。電動役物８３ｃの
閉鎖状態では遊技球が下作動口８３ｂに入賞できず、電動役物８３ｃが開放状態となるこ
とで下作動口８３ｂへの入賞が可能となる。電動役物８３ｃは、下側領域ＰＥ３で左右両
側に開放可能とされ、左側領域ＰＥ１を流下した遊技球及び右側領域ＰＥ２を流下した遊
技球のいずれも入賞可能とされている。
【００４６】
　スルーゲート８４は、右側領域ＰＥ２に設けられ、遊技領域２３ａの入口から遠い側へ
届く一定以上の強い発射力で発射された遊技球が入球可能に構成されている。スルーゲー
ト８４の下側には、可変入賞装置８２が設けられ、可変入賞装置８２も右側領域ＰＥ２に
設けられている。
【００４７】
　可変入賞装置８２は、通常は遊技球が入賞できない又は入賞し難い閉状態になっており
、大当たり当選といった開閉実行モード（特別遊技状態）への移行当選となった際に、遊
技球が入賞しやすい所定の開放状態に切り換えられるようになっている。可変入賞装置８
２の開放態様として具体的には、所定時間（例えば３０秒間）の経過又は所定個数（例え
ば１０個）の入賞を１ラウンドとして、複数ラウンド（例えば１５ラウンド）を上限とし
て可変入賞装置８２が繰り返し開放される。
【００４８】
　スルーゲート８４及び可変入賞装置８２は、遊技領域２３ａの右側領域ＰＥ２に設けら
れ、右側領域ＰＥ２を遊技球が流下するように一定以上に強い発射力で遊技球が発射され
た場合にスルーゲート８４及び可変入賞装置８２に遊技球が入賞する。スルーゲート８４
に遊技球を入球させた場合に電動役物８３ｃが遊技者にとって有利な開放状態とされ易い
遊技状態（いわゆる時短遊技状態）や、可変入賞装置８２が開閉実行モードとされる特別
遊技状態等、遊技領域２３ａの右側領域ＰＥ２に遊技球を流下させた場合に遊技者にとっ
て有利となる遊技状態においては、遊技者は、右側領域ＰＥ２を数多く遊技球が流下する
ように操作ハンドル４７を操作する。これに対し、上作動口８３ａに遊技球を多く入賞さ
せて内部抽選の当選を期待する通常の遊技状態においては、遊技者は、左側領域ＰＥ１を
数多く遊技球が流下するように操作ハンドル４７を操作して遊技を実行することとなる。
【００４９】
　遊技者にとって有利となる回動操作量は図柄表示装置９４やスピーカの音声によって遊
技者に報知され、遊技状態が切り替わるときに、例えば、「右打ちをしてください。」ま
たは、「左打ちをしてください。」と遊技者に表示または音声によって報知し、或いは、
遊技者によって不利となる側に遊技球が発射されていることが、スルーゲート８４の通過
や一般入賞口８１の入賞によって遊技機が認識した場合に、上記した報知が実行されて遊
技者に有利となる操作ハンドル４７の回動操作量が遊技者に示唆される。
【００５０】
　図柄表示装置９４は、液晶ディスプレイを備えた液晶表示装置として構成されており、
表示制御装置１４２により表示内容が制御される。なお、図柄表示装置９４は、液晶表示
装置に限定されることはなく、プラズマディスプレイ装置、有機ＥＬ表示装置又はＣＲＴ
といった表示画面を有する他の表示装置であってもよく、ドットマトリクス表示器であっ
てもよい。
【００５１】
　図柄表示装置９４では、上作動口８３ａ又は下作動口８３ｂへの入賞に基づいて図柄の
変動表示が開始される。図柄表示装置９４における変動表示は、正面視で視認可能な視認
可能領域において行われ、例えば上、中及び下に並べて図柄が表示され、これらの図柄が
左右方向にスクロールされるようにして変動表示されるようになっている。そして、予め
設定されている有効ライン上に所定の組み合わせの図柄が停止表示された場合には、開閉
実行モードが発生することとなる。この図柄表示装置９４における変動表示は、主表示装
置９６のメイン表示部において行われる変動表示に合わせて行われる。
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【００５２】
　可変表示ユニット８５に対して右上側には、遊技の状態を表示する主表示装置９６が設
けられる。主表示装置９６は、複数の発光部が並んで配列されてなる表示器によって構成
され、区画部材１０７の上端部に設けられ、その前面側には、例えば、左上側からメイン
表示部、役物用表示部、状態表示部、保留表示部、補助表示部等が順に設けられる。
【００５３】
　メイン表示部では、上作動口８３ａ又は下作動口８３ｂへの入賞をトリガとして絵柄の
変動表示が行われ、その変動表示の停止結果として、上作動口８３ａ又は下作動口８３ｂ
への入賞に基づいて行われた内部抽選の結果が表示によって明示される。つまり、本パチ
ンコ機１０では、上作動口８３ａへの入賞と下作動口８３ｂへの入賞とが内部抽選におい
て区別されておらず、上作動口８３ａ又は下作動口８３ｂへの入賞に基づいて行われた内
部抽選の結果が共通の表示領域であるメイン表示部にて明示される。そして、上作動口８
３ａ又は下作動口８３ｂへの入賞に基づく内部抽選の結果が開閉実行モードへの移行に対
応した当選結果であった場合には、主表示装置９６のメイン表示部にて所定の停止結果が
表示されて変動表示が停止された後に、開閉実行モードへ移行する。
【００５４】
　ここで、いずれかの作動口８３ａ，８３ｂへの入賞に基づいて、メイン表示部及び図柄
表示装置９４にて変動表示が開始され、所定の停止結果を表示し上記変動表示が停止され
るまでが遊技回の１回に相当する。
【００５５】
　役物用表示部では、スルーゲート８４への入賞をトリガとして絵柄の変動表示が行われ
、その変動表示の停止結果として、スルーゲート８４への入賞に基づいて行われた内部抽
選の結果が表示によって明示される。スルーゲート８４への入賞に基づく内部抽選の結果
が電役開放状態への移行に対応した当選結果であった場合には、役物用表示部にて所定の
停止結果が表示されて変動表示が停止された後に、電役開放状態へ移行する。電役開放状
態では、下作動口８３ｂに設けられた電動役物８３ｃが所定の態様で開放状態となる。
【００５６】
　補助表示部は、メイン表示部と同一の態様とされた発光部が設けられ、本実施例におけ
るパチンコ機１０においては、消灯されたままとされている。この補助表示部は、本実施
例におけるパチンコ機１０とは別の他機種において上作動口８３ａへの入賞に対する内部
抽選と下作動口８３ｂへの入賞に対する内部抽選とが区別される場合に点灯するものであ
り、メイン表示部を複数必要とする機種において使用される。
【００５７】
　状態表示部は、メイン表示部にて所定の停止結果が表示されることで遊技状態が開閉実
行モードへ移行し、その所定の停止結果の表示後における遊技回が所定回数に到達する等
して遊技状態が開閉実行モード前の通常状態に移行する場合に、その遊技状態の変化が表
示によって明示される。また、状態表示部では、開閉実行モードの移行当選となった場合
に可変入賞装置８２の開放態様として複数種類のラウンド数が設定されている機種におい
て移行当選となったラウンド数が表示によって明示される。
【００５８】
　保留表示部は、遊技球が上作動口８３ａ又は下作動口８３ｂに入賞した個数及び遊技球
がスルーゲート８４を通過した回数のうち未だ遊技が実行されていない保留状態の遊技回
数を表示によってそれぞれ明示する。遊技球が上作動口８３ａ又は下作動口８３ｂに入賞
した個数及び遊技球がスルーゲート８４を通過した回数はそれぞれ最大４個まで保留され
、保留表示部によって各保留数がそれぞれ表示される。保留表示部の保留数に対応した情
報は、図柄表示装置９４の表示画面にも表示され、保留数が数字又はキャラクタの個数な
どにより表示される。
【００５９】
　なお、メイン表示部、役物用表示部、補助表示部、状態表示部及び保留表示部は、複数
の発光部が所定の態様で配列されてなる表示器により構成されているが、これに限定され
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ることはなく、いずれか一方または両方の表示部を液晶表示装置、有機ＥＬ表示装置、Ｃ
ＲＴ、セグメント表示器又はドットマトリックス表示器等その他のタイプの表示装置によ
って構成してもよい。また、メイン表示部及び役物用表示部にて変動表示される態様とし
て、絵柄としての複数種の文字が変動表示される構成、複数種の記号が変動表示される構
成、複数種のキャラクタが変動表示される構成又は複数種の色が切り換え表示される構成
としても良い。
【００６０】
　次に、遊技機本体１２の背面側の構成について、図４に加え、図７から図９を参照しな
がら説明する。図７は中間ユニット１３の背面図、図８は裏パックユニット１５の背面図
、図９はパチンコ機１０の背面図である。
【００６１】
　中間ユニット１３には、図７に示すように、枠ユニット２１によって開口形成される前
後に貫通した遊技盤収容部２１ａが設けられ、この遊技盤収容部２１ａを通じて中間ユニ
ット１３の背面側には遊技盤２３の背面側に搭載される各種部品が露出されている。
【００６２】
　中間ユニット１３の背面側には、図４に示すように、合成樹脂により形成された箱状の
盤裏カバー１４１が設けられている。盤裏カバー１４１は、遊技盤２３の背面のほぼ全域
にわたって設けられ、遊技盤２３の背面側に設けられる各種部品を遊技球や搬送時におい
て保護すると共に、遊技球の入賞を検知する検知センサ等を狙った不正を防止する機能を
有している。
【００６３】
　中間ユニット１３の背面側中央部には、図４に示すように、表示制御装置１４２と音声
発光制御装置１４３とが前後に並んで設けられ、その下側には、遊技の主たる制御を司る
主制御装置１６０が設けられている。表示制御装置１４２は、図柄表示装置９４の表示制
御を司るものであり、音声発光制御装置１４３は、主制御装置１６０からの指示に従って
音声やＬＥＤ、ランプ等の表示制御及び表示制御装置１４２の制御を司るものである。
【００６４】
　枠ユニット２１の背面における回動基端側（図７の右側）には、上下に離間して支持金
具１３２が設けられ、各支持金具１３２の上端部に形成される軸受け部１３３によって中
間ユニット１３に対して裏パックユニット１５が回動可能に取り付けられる。また、枠ユ
ニット２１の背面には、裏パックユニット１５を中間ユニット１３に固定するための固定
レバー１３４が回動先端側（図７の左側）に複数設けられている。
【００６５】
　次に、裏パックユニット１５について説明する。裏パックユニット１５は、図８に示す
ように、透明性を有する合成樹脂により形成された裏パック２０１と、払出ユニット２０
２と、外部端子板２０３とを備えている。
【００６６】
　裏パック２０１は、図８に示すように、裏パック２０１の周縁部を構成する裏ベース部
２１１と、裏ベース部２１１から後方へ張り出すようにして形成された保護カバー部２１
２とを有している。保護カバー部２１２は、左右側面と上面の全部が閉鎖され、背面下部
から下面につながる一部分が開放された形状をなし、保護カバー部２１２の下側部分に前
後方向に貫通した開口部２１２ａが形成されている。
【００６７】
　外部端子板２０３は、図８に示すように、後方から見た裏パックユニット１５の右上側
端部に設けられている。外部端子板２０３は、パチンコ機１０の状態を遊技ホールの管理
コンピュータに認識させるために、所定の信号出力を行うための基板である。外部端子板
２０３には、出力端子として、開閉実行モード中に信号出力するための出力端子、下作動
口８３ｂの電動役物８３ｃが高頻度で開放状態となる電役開放状態中に信号出力するため
の出力端子、払出ユニット２０２において遊技球が不足した場合に信号出力するための出
力端子、所定個数の賞球を払い出す毎に信号出力するための出力端子、所定個数の遊技球
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を貸し出す毎に信号出力するための出力端子、外枠１１に対する中間ユニット１３の開放
時に信号出力するための出力端子、中間ユニット１３に対する前扉枠１４の開放時に信号
出力するための出力端子などが設けられている。
【００６８】
　裏パックユニット１５における背面視右側端部には、図８に示すように、上下一対の掛
止ピン２０４が取り付けられている。この掛止ピン２０４を中間ユニット１３側の軸受け
部１３３に挿通させることで、裏パックユニット１５が掛止ピン２０４を中心にして中間
ユニット１３に対して回動可能に支持される。裏ベース部２１１における掛止ピン２０４
が配置されていない反対側の端部には、中間ユニット１３に設けられた固定レバー１３４
が挿通される挿通部２１１ａが上下に形成されている。固定レバー１３４が挿通部２１１
ａに挿通されて９０度回転させた状態にすることで、固定レバー１３４の一部が裏ベース
部２１１に後方から当接し、中間ユニット１３に裏パックユニット１５が固定される。
【００６９】
　裏パックユニット１５は、上記したとおり、中間ユニット１３の背面に対して回動可能
に軸支されている。裏パックユニット１５を中間ユニット１３に対して背面側から重ね合
わせた状態では、図９に示すように、主制御装置１６０の大半は開口部２１２ａを介して
背面側に露出し、主制御装置１６０の一部は保護カバー部２１２により覆われている。主
制御装置１６０の一部には他の制御装置と電気的に接続するためのコネクタ及び配線が設
けられ、この配線に関する部位を含む主制御装置１６０の一部が保護カバー部２１２に覆
われることで、主制御装置１６０の視認性を高めつつ、不正行為の抑制及び遊技球の衝突
による破損防止等を実現している。主制御装置１６０の上側に配置される音声発光制御装
置１４３等は、保護カバー部２１２により全体が覆われている。
【００７０】
　裏パックユニット１５は、図８に示すように、保護カバー部２１２を迂回するようにし
て裏ベース部２１１に取り付けられている払出ユニット２０２を備えている。払出ユニッ
ト２０２は、裏パック２０１の最上部に設けられて遊技球を貯留可能に上方に開口したタ
ンク２２１と、タンク２２１内の遊技球を下流側に向けて案内可能に緩やかに傾斜するタ
ンクレール２２２と、タンクレール２２２の下流側にて上下方向に遊技球を案内するケー
スレール２２３と、ケースレール２２３の最下流部に設けられる払出装置２２４とを有し
、これらが連結することでタンク２２１に補給された遊技球を必要数分だけ払出装置２２
４の下流側に払い出し可能とされている。払出装置２２４によって払い出された遊技球は
、払出装置２２４の下流側に設けられた裏側通路部２２５に供給される（図４参照）。
【００７１】
　裏側通路部２２５には、払出装置２２４より払い出された遊技球を上皿２８ａ、下皿２
９ａ又は排出通路の何れかに振り分けるための３つの通路が形成されている。これら通路
のうち、裏パック２０１の中央側に位置する通路が上記した本体側上皿通路部１２２及び
前扉側上皿通路部５１を介して上皿２８ａに通じ、その外側の通路が本体側下皿通路部１
２３及び前扉側下皿通路部５２を介して下皿２９ａに通じ、更に外側の通路が排出通路と
されている。払出装置２２４によって払い出された遊技球は、上皿２８ａの通路に優先し
て案内され、その通路が遊技球で満たされると、その通路から分岐した下皿２９ａに通じ
る通路に遊技球が案内される。排出通路は、ケースレール２２３に対して排出操作を行う
ことにより、タンク２２１からケースレール２２３の途中までの間に貯留された遊技球が
払出装置２２４を経由せずに裏パックユニット１５の下端に設けられる排出口から排出さ
れる。
【００７２】
　裏ベース部２１１の背面側下端部には、図８に示すように、各種制御装置等で要する所
定の電力を生成して出力する電源装置２４１と、払出制御装置２４２とが前後に重ねて取
り付けられている。電源装置２４１は、裏ベース部２１１の横幅全域にわたって設けられ
ている。裏ベース部２１１の背面視右下側端部には、電源スイッチ２４７が設けられてい
る。パチンコ機１０へは電圧変換器を介して例えば交流２４ボルトの主電源が供給され、
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電源スイッチ２４７の切換操作によりパチンコ機１０の電源がＯＮ又はＯＦＦとされる。
【００７３】
　払出制御装置２４２は、払出ユニット２０２を通じた遊技球の払い出しを制御するため
の装置である。払出制御装置２４２は、基板を収容するために設けられた透明性を有する
基板ボックス２４３に払出制御基板を収容して構成されており、その開放に際しては痕跡
を残す痕跡手段として開放封印部２４４が設けられている。開放封印部２４４は解除操作
を一度行うと再結合を不可とするものであり、結果的に払出制御装置２４２の基板ボック
ス２４３は一度開放操作を行うと、再度封印状態とすることが不可となっている。
【００７４】
　裏ベース部２１１の前面側すなわち中間ユニット１３側の下部には、図４に示すように
、上方に開口した横長の球入口２１３と、側方に開口した球入口２１４とを上流側端部と
する発射球排出通路が設けられている。遊技領域２３ａを流下しいずれかの開口を介して
遊技盤２３の背面へと導かれた遊技球は、２つの球入口２１３，２１４のいずれかを経由
して発射球排出通路内へ進入する。発射球排出通路の出口部分は裏パックユニット１５の
下端面に遊技球１個分の幅で開口して形成され、遊技領域２３ａ内に発射された遊技球は
全て発射球排出通路を経由して遊技ホールの島設備に排出される。発射球排出通路の途中
には、遊技球を検知する検知センサが設けられ、遊技領域２３ａ内に発射された遊技球数
に対応した信号が外部端子板２０３を介して出力される。
【００７５】
　次に、主制御装置１６０及びその周辺部品の構成について、図１０から図１３を参照し
ながら説明する。図１０は、主制御装置ユニット３００の正面図であり、図１１は、主制
御装置ユニット３００の分解斜視図である。また、図１２は、主制御装置１６０の正面図
であり、図１３は、主制御装置１６０の分解斜視図である。ここで、主制御装置ユニット
３００及び主制御装置１６０は、パチンコ機１０の背面側に向いた側を正面側として、以
下、主制御装置ユニット３００及び主制御装置１６０の構成について説明する。なお、図
１０には、盤裏カバー１４１の一部を併せて図示している。
【００７６】
　主制御装置ユニット３００は、図１１に示すように、主制御装置１６０と、主制御装置
１６０の左側部分を遊技盤２３の裏面側に設けられる盤裏カバー１４１に連結するボック
ス連結部材３０１と、主制御装置１６０の右側の一部分を覆いつつ主制御装置１６０の右
側部分を遊技盤２３の裏面側に連結する外側カバー部材３０２を備えている。
【００７７】
　主制御装置１６０は、図１３に示すように、透明な合成樹脂製のボックスカバー３５２
及びボックスベース３５１により外形が形成される基板ボックス３１１を主体に構成され
、前後方向に厚みを有する横長略矩形の箱状に形成された基板ボックス３１１内に主制御
基板３１２（図１３参照）が収容されて構成されている。主制御基板３１２は、主たる制
御を司るＣＰＵ、遊技プログラムを記憶したＲＯＭ、遊技の進行に応じた必要なデータを
記憶するＲＡＭ等を備えている。主制御基板３１２においてＣＰＵチップなどの各種素子
やコネクタ（図示省略）は、全て正面側に相当する同一の板面上に搭載され、その逆側に
相当する裏面側の板面にて半田付けされている。
【００７８】
　ボックス連結部材３０１は、図１０及び図１１に示すように、主制御装置１６０（基板
ボックス３１１）の正面視左側（パチンコ機１０の背面視左側）に設けられ、縦長で透明
な合成樹脂製の２つの部品を前後方向において破断ネジ３０３により固定して構成されて
いる。ボックス連結部材３０１には、本体部を基準とした基板ボックス３１１が位置する
側とは逆側となる反対側に、本体部の上部より側方に突出し、更に下方に延びる回動軸３
３１が形成されている。ボックス連結部材３０１の回動軸３３１は、盤裏カバー１４１に
設けられる軸受部３３２に挿入され、盤裏カバー１４１に対してボックス連結部材３０１
が盤裏カバー１４１から離間する背面側に回動可能に支持される。盤裏カバー１４１は、
遊技盤２３の外形を形成する遊技板２３ｂの裏面に固定される部材であり、遊技板２３ｂ
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に対して、ボックス連結部材３０１に連結固定される主制御装置１６０が遊技板２３ｂの
裏面側に回動可能に支持される。なお、ボックス連結部材３０１の回動軸３３１は、盤裏
カバー１４１の軸受部３３２に対して、差し込み固定操作により軸受部３３２内の溝部に
係合可能な爪部が設けられている。この爪部が軸受部３３２の外側から触れることができ
ない軸受部３３２の内面側の溝部に係合し、盤裏カバー１４１とボックス連結部材３０１
とは取り外し困難に連結される。
【００７９】
　ボックス連結部材３０１には、図１１に示すように、基板ボックス３１１が設けられる
一方側に対して、中央部分が開口した円筒状の破断ネジ挿入部３３３ａが上下に離間した
４カ所において基板ボックス３１１側に突出して設けられている。基板ボックス３１１側
には、破断ネジ挿入部３３３ａに対応した後側位置に破断ネジ３０３の先端部をネジ込み
可能なネジ受け部３３３ｂが設けられる。破断ネジ挿入部３３３ａのうちの１カ所には破
断ネジ３０３が挿入され、外周部分が覆われた状態の破断ネジ３０３が先端部分にて基板
ボックス３１１に締結固定されることにより、ボックス連結部材３０１と基板ボックス３
１１とが取り外し困難な状態で締結固定される。
【００８０】
　ここで、破断ネジ３０３は、ドライバなどの工具の先端を差込可能な頭部と、ネジ溝が
形成された軸部とを備え、頭部と軸部の連結部分の強度が低く設定されたものである。ネ
ジ溝が挿入されてそれ以上締めることができない位置において頭部に対して工具により更
に力が加えられると、頭部と軸部との連結部分が切断され、頭部が軸部から分離される。
このため、破断ネジ３０３による締結後においては、上記工具を用いて緩める方向へ破断
ネジを回転させることが不可となる。締結操作後の破断ネジ３０３の周囲は、破断ネジ挿
入部３３３ａ等の外周壁により囲われる設定とされ、これにより、頭部の分離後において
軸部側に残存した部位の外周をペンチ等の工具により強固に挟んで、緩める方向へ軸部を
回動させる締結解除行為が防止されている。
【００８１】
　破断ネジ挿入部３３３ａと本体部との間には、破断ネジ挿入部３３３ａより細幅にくび
れて形成された切断部３３５が設けられる。この切断部を工具により切断することで破断
ネジ挿入部３３３ａがボックス連結部材３０１から分離し、パチンコ機１０から基板ボッ
クス３１１が取り外し可能な状態となる。残り３カ所の破断ネジ挿入部３３３ａは、基板
ボックス３１１を取り外した後に、同一の、又は別の基板ボックス３１１をボックス連結
部材３０１に取り付ける場合に使用される部位であり、この破断ネジ挿入部３３３ａと本
体部との切断状況を確認することで、基板ボックス３１１の取り外し回数を管理可能とさ
れている。
【００８２】
　外側カバー部材３０２は、図１１に示すように、主制御装置１６０（基板ボックス３１
１）の右側の一部分を挿入可能に基板ボックス３１１の右側部分に対して上下及び前後方
向に僅かに大きく形成された開口を有する透明な合成樹脂製の本体を主体に構成されてい
る。外側カバー部材３０２は、主制御装置１６０の右側部分に対して前後に重なる位置に
配置され、その右側部分を外側から視認可能としつつ、それら部位に対しての接触行為を
制限する。
【００８３】
　外側カバー部材３０２の開口部分における上下の両端部には、主制御装置１６０（基板
ボックス３１１）の一部に対して係止可能に形成された上下一対の係止部３４１が設けら
れている。主制御装置１６０の右側を外側カバー部材３０２の開口内に挿入する操作をす
ると係止部３４１が弾性変形により主制御装置１６０の外側に移動した後に元位置に復帰
する。この復帰動作により主制御装置１６０の一部に係止部３４１が係止され、主制御装
置１６０から外側カバー部材３０２を取り外す方向側への移動が制限され、外側カバー部
材３０２が主制御装置１６０に固定された状態で取り付けられる。
【００８４】
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　外側カバー部材３０２を主制御装置１６０から取り外す場合には、手や工具等を使って
上下の係止部３４１を上下に離間する方向側へ移動する。この移動操作により係止部３４
１による主制御装置１６０と外側カバー部材３０２との係止状態が解除され、外側カバー
部材３０２を主制御装置１６０から取り外すことができる。なお、外側カバー部材３０２
の主制御装置１６０への取り付け構造は、上記構造に限らず、ネジ等の締結部品を用いて
固定する等、他の固定構造としても良い。
【００８５】
　外側カバー部材３０２の右側部分には、図１０に示すように、本体とは別に構成された
カバー固定用部材３４２が上下に離間して２カ所に設けられている。カバー固定用部材３
４２は、ボックス連結部材３０１により左側部分を軸として回動可能とされた主制御装置
１６０の回動先端側を遊技板２３ｂの裏面側に固定する合成樹脂製の固定具である。カバ
ー固定用部材３４２は、外側カバー部材３０２の本体に対して前後方向に移動操作をする
ことで相手部品への固定と固定解除とを切り替え可能に形成され、後側に押し込まれた状
態においては外側カバー部材３０２の背面側に突出する突出先端部の外形が前後の軸方向
に交差する径方向側において縮小し、前側に引き出し操作をすることで突出先端部の径方
向において拡大した状態とされる。外側カバー部材３０２が取り付けられた状態の主制御
装置ユニット３００は、カバー固定用部材３４２において外形が拡大した突出先端部が遊
技板２３ｂの裏面にて前後方向に貫通する穴部の周縁に係合し、主制御装置ユニット３０
０の回動先端側部分が遊技板２３ｂの裏面に固定される。なお、外側カバー部材３０２に
よる主制御装置１６０の固定構造は、上記した固定具に限らず、回転操作による固定具等
、他の構造の固定具としても良い。
【００８６】
　次に、基板ボックス３１１の構成詳細について、図１０から図１３に加えて、図１４も
参照して説明する。図１４は、基板ボックス３１１の開放動作を示した斜視図であり、図
１４（ａ）は、基板ボックス３１１の閉鎖状態に対応し、図１４（ｂ）は、基板ボックス
３１１が開放方向へスライド移動された状態に対応する。なお、図１０から図１４におい
て、主制御基板３１２に設けられる各種素子及びコネクタは図示を省略している。基板ボ
ックス３１１は、図１３に示すように、その外形の大部分を形成し、前後に厚みを有する
板状の構成体を重ね合わせて形成され、それら構成体としてボックスベース３５１とボッ
クスカバー３５２とを備えている。これらボックスベース３５１及びボックスカバー３５
２は、基板ボックス３１１内に収容された主制御基板３１２の各種素子等が搭載された素
子搭載面及び半田付けがされた半田面を基板ボックス３１１外から視認可能なように透明
性を有する材料により形成されている。例えば、無色透明のポリカーボネート樹脂やアク
リル樹脂等により形成される。
【００８７】
　ボックスベース３５１は、図１３に示すように、基板ボックス３１１の前面側における
外形の全体を形成する部材であり、前後方向に厚みを有し、主制御基板３１２の外周形状
より僅かに大きなサイズで裏面側が開口した横長略矩形の有底箱状に形成されている。ボ
ックスベース３５１には、その背面側から主制御基板３１２がネジ固定される。ボックス
ベース３５１への主制御基板３１２のネジ固定は、主制御基板３１２の半田面側から行わ
れており、主制御基板３１２の素子搭載面に搭載された各種素子は、主制御基板３１２と
ボックスベース３５１との間に形成される空間内に収容される。
【００８８】
　ボックスカバー３５２は、図１３に示すように、前後方向に厚みを有する横長略矩形の
板状に形成され、ボックスベース３５１の外周形状とほぼ一致する大きさに形成されてボ
ックスベース３５１において裏面側に開口した開口部分を閉鎖可能とされている。このボ
ックスカバー３５２は、主制御基板３１２が一体化されたボックスベース３５１に対して
、主制御基板３１２を挟むようにして基板ボックス３１１の裏面側から固定される。
【００８９】
　ボックスベース３５１には、図１３に示すように、ボックスカバー３５２と係合してボ
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ックスカバー３５２との相対移動を一方側のみに制限するフック部３６１が一体成形によ
り複数箇所に設けられている。これらフック部３６１は、ボックスベース３５１の上下の
端縁に沿って左右方向に直線的に延びる長辺部において、それぞれ複数個ずつ設けられる
（下側の長辺部におけるフック部３６１は図示省略）。各フック部３６１は、ボックスベ
ース３５１において主制御基板３１２が取り付けられる裏面側に突出し、その突出先端部
分において上下の長辺部に沿った一方側に突出した係止部３６２を有する鉤状に形成され
ている。係止部３６２の突出方向は、ボックスベース３５１に設けられるすべてのフック
部３６１において同一方向に設定されている。
【００９０】
　ボックスカバー３５２の上下の端縁に沿って左右方向に直線的に延びる上下の長辺部に
は、各フック部３６１に１対１で対応させて横長溝状に形成されたスリット３６３が設け
られている（上側の長辺部におけるスリット３６３は図２６参照）。スリット３６３は、
基板ボックス３１１の厚み方向、すなわちボックスカバー３５２とボックスベース３５１
との並設方向に貫通し、各フック部３６１を内部に挿入可能とされている。すなわち、各
スリット３６３は、各フック部３６１が設けられる間隔に対応し、且つ、各フック部３６
１より僅かに大きな幅及び長さに設定されている。
【００９１】
　ボックスカバー３５２において、各スリット３６３に対して係止部３６２が突出する方
向側には、フック部３６１を係止するための受け部３６４（図２６参照）が形成されてい
る。この受け部３６４に対応して、ボックスベース３５１には、係止部３６２の突出方向
側とは逆側（図１３の右下側）に延びて形成される溝部が係止部３６２の突出により本体
部分との間に形成される。この係止部３６２により形成される溝部に入り込み可能なよう
に、ボックスカバー３５２の受け部３６４における前後方向の厚みが設定されている。
【００９２】
　ボックスベース３５１とボックスカバー３５２とを一体化させる際には、各スリット３
６３に対して対応するフック部３６１が挿入されるようにボックスベース３５１とボック
スカバー３５２とを重ねて組み合わせた状態とする（図１４（ｂ）におけるボックスベー
ス３５１とボックスカバー３２５との相対位置）。この段階では、ボックスベース３５１
とボックスカバー３５２とは、基板ボックス３１１の長手方向に相当する左右方向におい
て相互にずれ、且つ、ボックスベース３５１とボックスカバー３５２とを厚み方向に離間
可能な状態とされている。
【００９３】
　その後、フック部３６１を構成する各係止部３６２が、それぞれに対応する各受け部３
６４に対して基板ボックス３１１の裏面側に重なる位置に移動して係止されるように、ボ
ックスベース３５１とボックスカバー３５２を相対的にスライド移動させる。ボックスベ
ース３５１とボックスカバー３５２とは、係止部３６２の突出長さ分、スライド操作が可
能であり、スライド操作がなされると、各フック部３６１が対応する受け部３６４に係止
される。
【００９４】
　スライド操作が不能な状態まで上記スライド移動を行うと、ボックスベース３５１の溝
部の底部分にボックスカバー３５２の受け部３６４が当接し、その方向側へのスライド移
動が不能となってボックスベース３５１とボックスカバー３５２の位置合わせが完了する
（図１４（ａ）におけるボックスベース３５１とボックスカバー３２５との相対位置）。
この位置合わせが完了した状態においては、後述する開放封印部３６６～３６９に対応し
たカシメ部材３１４，３１５等を挿入可能に位置合わせされ、ボックスベース３５１とボ
ックスカバー３５２とにより主制御基板３１２が収容された基板ボックス３１１の閉鎖状
態となる。
【００９５】
　ボックスベース３５１とボックスカバー３５２の閉鎖状態においては、ボックスベース
３５１とボックスカバー３５２とを基板ボックス３１１の厚み方向（取り付け状態におけ
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る前後方向）及び幅方向（取り付け状態における上下方向）、並びに、左右方向のうちボ
ックスベース３５１とボックスカバー３５２との相互のずれを無くした一方向（閉鎖方向
）への相対移動が制限される。即ち、ボックスベース３５１とボックスカバー３５２とは
、それらの位置合わせ前であって相互に離間可能な開放可能位置側に相当する開放方向の
みスライド移動可能な状態とされる。
【００９６】
　なお、移動方向を制限する手段の構成は上記のものに限定されることはなく、ボックス
ベース３５１及びボックスカバー３５２のうちの一方にガイド用突条部を上下又は左右の
辺に沿って形成するとともに、他方にガイド用突条部が嵌り込み可能であり嵌り込んだガ
イド用突条部を所定の方向のみにスライド移動可能とするガイド用溝部を形成する構成と
する等の他の構成を採用してもよい。
【００９７】
　基板ボックス３１１の左側部分には、図１２に示すように、複数のネジ受け部３３３ｂ
の並び方向に沿って、基板ボックス３１１を開放困難に封印するための開放封印部３６６
，３６７が上下方向に４つ並んで設けられている。開放封印部３６６，３６７の各々には
、金属製のカシメ部材３１４，３１５が挿入され、カシメ部材３１４，３１５の先端部が
基板ボックス３１１において外部から操作不能となるように壁部に覆われた位置に係止さ
れて、カシメ部材３１４，３１５が抜き出し不能な状態とすることが可能とされている。
４つの開放封印部３６６，３６７及びカシメ部材３１４，３１５の組合せのうち、上下両
端の２カ所の組合せと、中央側の２カ所の組合せとは、同一の外形形状に形成されている
。
【００９８】
　カシメ部材３１４，３１５は、基板ボックス３１１の開放封印部３６６，３６７内に差
し込み可能とされている。各開放封印部３６６，３６７は、ボックスベース３５１におい
て前後に貫通する貫通穴を形成するカシメ部材挿通部と、ボックスカバー３５２において
カシメ部材３１４，３１５に対して外周を覆いつつ先端側部分を抜き出し不能に固定する
有底穴形状のカシメ部材受け部により構成される。カシメ部材３１４，３１５は、ボック
スベース３５１側のカシメ部材挿通部内に一部が位置し、先端側部分がボックスカバー３
５２側のカシメ部材受け部に差し込み固定可能とされている。ボックスベース３５１とボ
ックスカバー３５２とが並設される前後方向に沿って両部材により形成される開放封印部
３６６，３６７に跨がるようにしてカシメ部材３１４，３１５のいずれかが差し込まれる
と、上記した開放方向側へのボックスベース３５１とボックスカバー３５２の相対移動が
制限され、基板ボックス３１１が開放困難な封印状態とされる。
【００９９】
　ここで、ボックスカバー３５２における開放封印部３６６，３６７が設けられる側には
、カシメ部材３１４，３１５の先端側部分が進入可能な有底穴の周辺部を形成する縦長で
合成樹脂製のカシメ受けカバー３５３が設けられている。カシメ受けカバー３５３は、ボ
ックスカバー３５２の左辺部の長さに略一致する大きさでボックスカバー３５２とは別部
材で成形される。カシメ受けカバー３５３は、ボックスカバー３５２の左側端部に前側よ
りスライド移動して取り付けられ、ボックスベース３５１とボックスカバー３５２との間
に介在した状態でボックスカバー３５２に一体化される。このボックスカバー３５２とカ
シメ受けカバー３５３との間には、カシメ部材３１４，３１５の先端部において左右方向
に貫通形成される係止穴に進入してカシメ部材３１４，３１５を抜き出し不能とする係止
爪を有する金属板製のカシメ受け部材３５４が設けられている。
【０１００】
　上下４カ所の開放封印部３６６，３６７は、例えば、以下のように使用される。基板ボ
ックス３１１の左側の開放封印部３６６，３６７のうち、上下の両端側に位置する２カ所
の開放封印部３６６には、パチンコ機１０の遊技場への出荷前にカシメ部材３１４が差し
込まれた封印状態とされ、この封印状態で基板ボックス３１１が開放困難な状態で遊技場
等へ納品される。上下両端側の開放封印部３６６による封印状態は、その開放封印部３６
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６と基板ボックス３１１の中央側部分とを連結している一部分を切断することにより解除
可能とされ、この解除操作により開放封印部３６６による基板ボックス１６４の封印状態
が解除される。
【０１０１】
　上下の両端部分を除いた中央側２カ所の開放封印部３６７には、カシメ部材３１５がボ
ックスベース３５１側のみに挿通された非封印状態でボックスベース３５１側にカシメ部
材３１５を支持する仮支持用の係止爪が設けられている。係止爪により非封印状態とされ
たカシメ部材３１５に対して工具等により更に奥側にカシメ部材３１５が差し込まれると
、カシメ部材３１５によりボックスベース３５１とボックスカバー３５２との相対移動が
制限された封印状態となる。このため、遊技場等にパチンコ機１０が納品された後に開放
封印部３６７を用いて封印状態を形成することができ、基板ボックス３１１を検査等のた
めに開放した場合、その後に遊技機メーカー等へ搬送する際に再度基板ボックス３１１を
封印状態とすることが可能とされている。
【０１０２】
　基板ボックス３１１における右側の端部にも、図１３に示すように、封印状態を形成す
るための開放封印部３６８，３６９が上下方向に離間して２カ所に設けられている。開放
封印部３６８，３６９は、基板ボックス３１１の上下の両端側において右方に突出し、前
側に開口した筒状に形成されている。右上側の開放封印部３６８には、破断ネジ３０３が
挿入され、ボックスカバー３５２側において前後に貫通する貫通穴を通じて先端側部分が
ボックスカバー３５２側のネジ受け部３６８ａに締結固定される。破断ネジ３０３が固定
されると、基板ボックス３１１の右側部分においてボックスベース３５１とボックスカバ
ー３５２との開放方向側へのスライド移動が制限される。
【０１０３】
　右下側の開放封印部３６９には、右上側の開放封印部３６８に対して破断ネジ３０３に
代えてネジユニット３１７が挿入され、このネジユニット３１７の先端部がボックスカバ
ー３５２側のネジ受け部３６９ａに締結固定されてボックスベース３５１とボックスカバ
ー３５２とのスライド移動が制限される。ネジユニット３１７は、上記した破断ネジ３０
３の頭部を、外形が六角形状の筒状部材３１７ａで覆って破断ネジ３０３と分離不能に一
体化されて形成される。ネジユニット３１７においては、破断ネジ３０３が筒状部材３１
７ａの内部で回転可能とされ、破断ネジ３０３の頭部が軸部から分離した場合に分離した
頭部と軸部の一部分を共に筒状部材３１７ａの内部に収容して保持する。そして、破断ネ
ジ３０３の頭部の外径より小さく、且つ、工具を挿入可能な挿通穴が筒状部材３１７ａの
内外を連通しており、筒状部材３１７ａの内部には、挿通穴より大きな内径に形成されて
破断ネジ３０３の頭部が収容された構成とされている。破断ネジ３０３を締結していくと
破断ネジ３０３の軸部から頭部が分離し、この分離後においては、工具による軸部側への
アクセスが分離した頭部で制限されることとなって破断ネジ３０３の単体による締結より
不正な軸部の取り外し操作が困難とされる。筒状部材３１７ａの外周部分に対して、開放
封印部３６８は、僅かに大きく形成された同一の内径形状にて周囲を囲う形状とされ、筒
状部材３１７ａが開放封印部３６８内にて回転しない設定とされている。これにより、筒
状部材３１７ａを回転させることで破断ネジ３０３に回転力を加えてネジユニット３１７
を取り外そうとする不正行為が防止される。
【０１０４】
　右側に設けられる開放封印部３６８，３６９による基板ボックス３１１の開放制限を解
除する際には、ボックスカバー３５２の右側端部に設けられてネジ受け部３６８ａ，３６
９ａと中央側部分とを接続する細幅の連結部を切断する。すると、ボックスカバー３５２
は、ボックスベース３５１の後側にて左方に相対移動が可能となり、開放封印部３６８，
３６９による基板ボックス３１１の開放制限が解除される。
【０１０５】
　基板ボックス３１１には、上記したように、左右両側に離間して複数の開放封印部３６
６～３６９が設けられるので、横長の基板ボックス３１１であっても、ボックスベース３
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５１とボックスカバー３５２との合わせ面をこじ開けて不正部品を挿入することを困難と
することができる。また、開放封印部３６６～３６９の構造として、複数種類の構造を用
いて封印状態が形成されているので、痕跡を残さずに不正に封印状態を解除する行為を困
難にして不正抑止効果の高い基板ボックス３１１とすることができる。また、分離した破
断ネジ３０３の頭部を保持可能な筒状部材を有するネジユニット３１７を一部の開放封印
部３６９の封印に用いることで、破断ネジ３０３として筒状部材を有しないもののみでの
封印に比べて解除困難な封印構造とすることができる。
【０１０６】
〔特徴構成〕
　ここで、本発明の遊技機に特徴的な構成及びそれに関連する構成について纏めて詳細に
説明する。図１５は、主制御装置ユニット３００を示す正面図である。なお、図１４以前
の図面に基づく説明は一般的な構成を説明するためのものであり、図１５以降に示される
構成と微妙に異なる場合があるが、図１５以降に示される構成が一般的な構成の特徴と共
に本発明の特徴を正確に表している。また、図１５以降においては本願の特徴的な構成に
関与する部分については新たに参照符号を付して説明するが、必要に応じて図１４以前の
図面に表された構成との対応を記載する。
【０１０７】
　上述のように、主制御装置ユニット３００（図４及び図１０）は、主制御基板３２１及
び主制御基板３２１を収容する基板ボックス３１１で構成された主制御装置１６０と、一
端が遊技盤２３の裏側に配置された盤裏カバー１４１に取り外し不能に枢着されて他端が
主制御装置１６０の基板ボックス３１１に連結されたボックス連結体３０１（ボックス連
結部材３０１：図１１）とを備えており、主制御装置１６０は、遊技盤２３（遊技盤２３
に固定された盤裏カバー１４１）に対して閉鎖位置（回転角度＝０°）から最大開放位置
（回転角度＝１３５°）までの範囲で回動可能となっている（図３０も参照）。
【０１０８】
　主制御装置１６０とボックス連結部材３０１（図１０及び図１１参照）とは、図１５に
示されたように、痕跡の残らないボックス連結体３０１からの主制御装置１６０の離脱が
困難となるように、４つの取り外し封印部５００Ａ～５００Ｄ（図１０～図１５における
破断ネジ挿入部３３３ａ，ネジ受け部３３３ｂ）のいずれかにおいて連結部材５９０（破
断ネジ３０３）によって連結固定されている。
【０１０９】
　また、基板ボックス３１１は、図１５に示されたように、スライド移動によって係合し
たボックスベース３５１及びボックスカバー３５２と、ボックスカバー３５２に装着され
るカシメ受けカバー３５３及びカシメ受け部材３５４とを備えており、痕跡の残らない基
板ボックス３１１の開放（ボックスベース３５１とボックスカバー３５２との係合を解除
するようなそれらのスライド移動）が困難となるように、２つの第１種開放封印部６００
Ａ，６００Ｂ（図１０及び図１１等の開放封印部３６６）のいずれかにおいて、また、２
つの第２種開放封印部７００Ａ，７００Ｂ（図１０及び図１１等の開放封印部３６７に相
当）のいずれかにおいて、また、２つの第３種開放封印部８００Ａ，８００Ｂ（図１２及
び図１３等の開放封印部３６８に相当）のいずれかにおいて、また、２つの第４種開放封
印部９００Ａ，９００Ｂ（図１２及び図１３等の開放封印部３６９に相当）のいずれかに
おいて、連結部材６９０（カシメ部材３１４に相当），７９０（カシメ部材３１５に相当
），８９０（破断ネジ３０３に相当），９９０（ネジユニット３１７に相当）によって連
結固定されている。なお、図１５において取り外し封印部５００Ａ並びに第１種開放封印
部６００Ａ、第２種開放封印部７００Ａ、第３種開放封印部８００Ａ及び第４種開放封印
部９００Ａが封印態様であり、その他の開放封印部が未封印態様である場合が示されてい
る。
【０１１０】
　保守点検や動作不良の発生等によって主制御基板３１２を取り出す必要が生じた場合に
は、まず、取り外し封印部５００Ａ～５００Ｄのうちの連結部材５９０で連結された取り
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外し封印部の所定の部位を切断してボックス連結体３０１から主制御装置１６０を取り外
し、次に、開放封印部６００Ａ，６００Ｂ，７００Ａ，７００Ｂ，８００Ａ，８００Ｂ，
９００Ａ，９００Ｂのうちの各種の連結部材６５０，７５０，８５０，９５０で連結され
た開放封印部の各々の所定の部位（後述する各種の接続部）を切断してボックスベース３
５１とボックスカバー３５２とを開放方向（対向方向と垂直な所定の方向）に沿って所定
の距離だけ相対的にスライド移動させてから対向方向に沿ってそれらを離間させることと
なる。
【０１１１】
　なお、主制御装置ユニット３００（主制御装置１６０）に固定された座標系に基づいて
説明する場合には、ボックスベース３５１及びボックスカバー３５２との対向方向に沿っ
てボックスベース３５１の配置側及びボックスカバー３５２の配置側をそれぞれ正面側及
び背面側と呼称し、遊技盤２３（遊技板２３ｂ）に固定された座標系に基づいて説明する
場合には、遊技盤２３に垂直な方向に沿って遊技領域の形成側及びその反対側をそれぞれ
表側及び裏側と呼称する。例えば、図４に示されたように主制御装置１６０が閉鎖位置に
配置されている場合には、正面側は裏側に対応すると共に背面側は表側に対応する。しか
し、主制御装置１６０が開放位置に移動している場合には、正面側と裏側との対応関係及
び背面側と表側との対応関係はなくなる。
【０１１２】
（取り外し封印部）
　まず、取り外し封印部５００Ａ～５００Ｄの構成及びそれらの封印解除痕跡の確認方法
について、図１６～図１９を参照して説明する。図１６は主制御装置ユニット３００の左
端側の一部を拡大して示す正面図であり、図１７は図１６におけるＸＡ－ＸＡ矢視断面図
である。また、図１８及び図１９は封印解除痕跡の確認方法を説明するための説明図であ
り、図１８が取り外し封印部５００Ａと封印解除痕跡の確認に利用される光を射出する発
光器４５１との配置態様を示し、図１９（Ａ）及び図１９（Ｂ）がそれぞれ主制御装置１
６０の閉鎖位置及び所定角度での開放位置に配置されている場合を示している。
【０１１３】
　取り外し封印部５００Ａ～５００Ｄの各々は、図１６及び図１７に示されたように、ボ
ックス連結体３０１における本体部（回動軸３３１を構成する蝶番部分：図１０参照）の
右側壁４０１（具体的には一蝶番片を構成する部品３０１Ｂの右側壁）の傾斜部４０１Ａ
から右側（基板ボックス３１１側）に延出している接続部５０１（図１０及び図１１の切
断部３３５）と、接続部５０１の延出方向の先端に位置する被連結部５０２（図１０及び
図１１の破断ネジ挿入部３３３ａ）と、基板ボックス３１１における本体部（主制御基板
３１２の収容部分）の左側壁４１３より左側に位置する被連結部５１２（具体的にはボッ
クスカバー３５２に固定されたカシメ受けカバー３５３のボックスベース３５１より左側
に突出して配置される部分）（図１０及び図１１のネジ受け部３３３ｂ）とで構成されて
いる。４つの取り外し封印部５００Ａ～５００Ｄの各々の接続部５０１は、継ぎ目のない
態様となるように右側壁４０１と一体形成されており、上下方向（回動軸３３１の軸方向
）に整列している。
【０１１４】
　取り外し封印部５００Ａは、連結部材５９０によって封印されている。具体的には、連
結部材５９０が被連結部５０２を被連結部５１２側に押圧するように被連結部５１２と係
合することによって、ボックスベース３５１及びボックスカバー３５２のスライド移動が
阻止されている。
【０１１５】
　取り外し封印部５００Ａが封印されている状態において取り外し封印部５００Ａの接続
部５０１が切断されると、取り外し封印部５００Ａの被連結部５０２が離脱して当該封印
状態が解除される。
【０１１６】
　遊技盤２３は、音声発光制御装置１４３により制御される常時又は定期的に所定の発光
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表示を実行する発光器４５１～４５４（図６参照）を備えており、発光器４５１～４５４
の各々は、遊技盤２３の表側に光を放出すると共に遊技盤２３の裏側にも光を放出できる
ように構成されている。発光器４５１は、図１８に示すように、主制御装置１６０が閉鎖
位置である場合において、取り外し封印部５００Ａの接続部５０１の上下方向（回動軸３
３１の軸心方向）の高さは同一であるが、取り外し封印部５００Ａの接続部５０１よりも
主制御装置１６０の回動軸３３１側にずれた位置に配置されている。発光器４５２と取り
外し封印部５００Ｂ、発光器４５３と取り外し封印部５００Ｃ及び発光器４５４と取り外
し封印部５００Ｄについても発光器４５１と取り外し封印部５００Ａの場合と同一の配置
態様であるために、発光器４５１と取り外し封印部５００Ａについての記載を適宜に読み
替えることとして重複する記載は省略する。また、以下においても同様とする。
【０１１７】
　発光器４５１から放出された光は、図１８、図１９（Ａ）及び図１９（Ｂ）に示された
ように、その一部が遊技盤２３の裏側に進行し、盤裏カバー１４１に形成された開孔１４
１Ａによって立体角が更に制限されて盤裏カバー１４１の裏側に進行する。なお、説明の
便宜のために、開孔１４１Ａを通過して進行することとなる光の外縁が破線で示され、そ
の中心が一点鎖線で示されている。開孔１４１Ａを通過した光は、ボックス連結体３０１
の底壁４０２に形成された切り欠き４０２Ａ又はボックス連結体３０１とボックスカバー
３５２の第２外側壁４２６との間隙を通して取り外し封印部５００Ａに向かうこととなる
。
【０１１８】
　主制御装置１６０が閉鎖位置に配置されている場合には、図１８及び図１９（Ａ）に示
されたように、発光器４５１と取り外し封印部５００Ａの接続部５０１とが水平方向（図
１９中の左右方向）にずれており、また、開孔１４１Ａによって適切に照射範囲が制限さ
れているために、発光器４５１から放出された光は、実質的に接続部５０１に照射されな
い。一方、主制御装置１６０が開放方向に回転すると、発光器４５１から放出された光は
、接続部５０１に照射されるようになり、図１９（Ｂ）に示されたように、所定の角度だ
け回転した所定の開放位置である場合には、接続部５０１の全体に照射される。なお、更
に主制御装置１６０が開放方向に回転すると、発光器４５１から放出された光は、再度に
、接続部５０１に照射されなくなる。これによって、主制御装置１６０が所定の角度範囲
内で回転した開放位置に配置されている場合の発光器４５１による照射によって、取り外
し封印部５００Ａの封印解除痕跡の確認が行える。これは、接続部５０１が切断されてい
なければ、右側壁４０１、接続部５０１及び被連結部５０２が透明な樹脂で一体成形され
ているために、照射された光は特定の方向以外には進行せず、主制御装置１６０の正面側
の特定の方向に沿う方向からしか観測できず、一方、接続部５１１が切断されていれば、
照射された光は切断面における乱反射により特定の方向以外にも進行し、主制御装置１６
０の正面側の特定の方向以外からの目視によって切断面の全体が発光器４５１からの光と
同一色で発色しているように見えるためである。なお、接続部５１１が切断されている場
合には、観察する方向と特定の方向とのなす角（９０度未満）が大きくなるにつれて特定
の方向に進行する成分からの影響が低減し乱反射の成分を良好に観測できるために特定の
方向からずれた方向から観察することが好ましい。他の取り外し封印部５００Ｂ～５００
Ｄについても取り外し封印部５００Ａと同様であるためにそれらの重複する記載は省略す
る。
【０１１９】
（第１種開放封印部）
　次に、第１種開放封印部６００Ａ，６００Ｂの構成及びそれらの封印解除痕跡の確認方
法について、図２０及び図２１を参照して説明する。図２０は図１６におけるＸＢ１－Ｘ
Ｂ１矢視断面図であり、図２１は図１６におけるＸＢ２－ＸＢ２矢視断面図である。
【０１２０】
　第１種開放封印部６００Ａ，６００Ｂは、略横長矩形状のボックスベース３５１におい
て主制御基板３１２を収容する本体部の左側壁４１３から左側（主制御基板３１２と反対
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側）に延出する２つの接続部６１１と、各接続部６１１の延出方向の先端に位置する被連
結部６１２と、略横長矩形状のボックスカバー３５２において主制御基板３１２を収容す
る本体部の外縁を形成する左内壁４２３よりも外側に設けられた第１外側壁４２５及び第
２外側壁４２６の間に形成される被連結部６２２とで構成されている。左側壁４１３と各
接続部６１１とは継ぎ目のない態様となるように一体形成されている。
【０１２１】
　第１種開放封印部６００Ａは、図２０及び図２１に示されたように、被連結部６２２に
挿通されたカシメ受け部材３５４とカシメ受けカバー３５３と連結部材６９０とによって
封印されている。具体的には、第１外側壁４２５と第２外側壁４２６との間にコの字形状
に屈曲するカシメ受け部材３５４が挿着されており、コの字形状に屈曲する連結部材６９
０の一端がカシメ受け部材３５４の対向片の両方の外側にカシメ受けカバー３５３の２つ
のスリット４３１Ｂを通してボックスベース３５１及びボックスカバー３５２のスライド
移動の方向に対して垂直に挿入されて、連結部材６９０に形成された切り欠き６９０Ａが
カシメ受け部材３５４に形成された外方向に突出する爪４４４と被連結部６２２内で係合
し、連結部材６９０の他端が被連結部６２２の内部に留まることによって、ボックスベー
ス３５１及びボックスカバー３５２のスライド移動が阻止されている。
【０１２２】
　第１種開放封印部６００Ａが封印されている状態において接続部６１１が切断されると
、被連結部６１２が左側壁４１３（ボックスベース３５１）から離脱して、当該封印状態
が解除される。
【０１２３】
　主制御基板３１２には、主制御基板３１２により制御され、ＲＡＭ消去スイッチ１６６
（図１５参照）への操作に伴う主制御基板３１２によるパチンコ機１０の制御を初期化す
る期間において所定の発光表示により当該操作に伴う処理の実行を報知する発光器４６１
及び発光器４６２（図１５参照）を備えており、発光器４６１及び発光器４６２は、それ
ぞれ、第１種開放封印部６００Ａの２つの接続部６１１の一方及び第１種開放封印部６０
０Ｂの２つの接続部６１１の一方に対向するように配置され、発光器４６１及び発光器４
６２の各々は、主制御基板３１２の表側に光を放出すると共に第１種開放封印部６００Ａ
，６００Ｂの形成側にも光を放出できるように構成されている。
【０１２４】
　発光器４６１から放出された光の一部は第１種開放封印部６００Ａの２つの接続部６１
１の一方に照射され、また、発光器４６２から放出された光の一部は同様に第１種開放封
印部６００Ｂの２つの接続部６１１の一方に照射される。この照射によって、接続部６１
１が切断されていなければ、左側壁４１３、接続部６１１及び被連結部６１２が透明な樹
脂で一体成形されているために照射された光は特定の方向（接続部６１１の延出方向）に
進行（直進）することになり、接続部６１１が切断されていれば、切断面における乱反射
により特定の方向以外にも進行し、主制御装置１６０の正面側からの目視によって切断面
の全体が発光器４６１及び発光器４６２からの光と同一色で発色しているように見えるた
めに、第１種開放封印部６００Ａ，６００Ｂの封印解除痕跡の確認が行える。
【０１２５】
（第２種開放封印部）
　次に、第２種開放封印部７００Ａ，７００Ｂの構成及びそれらの封印解除痕跡の確認方
法について説明する。図２２及び図２３はそれぞれ図１６におけるＸＣ１－ＸＣ１矢視断
面図及びＸＣ２－ＸＣ２矢視断面図であり、図２４は第２種開放封印部７００Ａ，７００
Ｂの封印解除痕跡の確認方法を説明する模式的な正面図であり、図２５は封印解除痕跡の
確認方法を説明するための説明図であり概ね図２４におけるＹ－Ｙ矢視断面図に相当する
。
【０１２６】
　第２種開放封印部７００Ａ，７００Ｂは、図２２～図２４に示されたように、略横長矩
形状のボックスベース３５１において主制御基板３１２を収容する本体部の左側壁４１３
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から左側（主制御基板３１２と反対側）に延出する２つの接続部７１１と、各接続部７１
１の延出方向の先端に位置する被連結部７１２と、略横長矩形状のボックスカバー３５２
において主制御基板３１２を収容する本体部の外縁を形成する左内壁４２３よりも外側に
設けられた第１外側壁４２５及び第２外側壁４２６の間に形成される被連結部７２２とで
構成されている。左側壁４１３と各接続部７１１とは継ぎ目のない態様となるように一体
形成されている。
【０１２７】
　第２種開放封印部７００Ａは、被連結部７２２に挿通されたカシメ受け部材３５４とカ
シメ受けカバー３５３と連結部材７９０とによって封印されている。具体的には、第１外
側壁４２５と第２外側壁４２６との間にコの字形状に屈曲するカシメ受け部材３５４が挿
着されており、連結部材７９０の一端がカシメ受け部材３５４の対向片の間にカシメ受け
カバー３５３のスリット４３１Ｄを通してボックスベース３５１及びボックスカバー３５
２のスライド移動の方向に対して垂直に挿入されて、連結部材７９０に形成された開孔７
９０Ａがカシメ受け部材３５４に形成された内方向に突出する爪４４５と被連結部７２２
内で係合し、連結部材７９０の他端が被連結部７１２の内部に留まることによって、ボッ
クスベース３５１及びボックスカバー３５２のスライド移動が阻止されている。
【０１２８】
　第２種開放封印部７００Ａが封印されている状態において接続部７１１が切断されると
、被連結部７１２が左側壁４１３（ボックスベース３５１）から離脱して、当該封印状態
が解除される。
【０１２９】
　遊技盤２３には、可変入賞装置８２が作動する大当たり遊技状態において、上下に移動
しながら効果演出を行う可動部材４７９（図６参照）が設けられており、可動部材４７９
には、可動部材４７９の上下移動に伴い上下に移動し、その移動による効果演出に連携す
るように発光演出を実行する発光器４７１及び発光器４７２が設けられている。可動部材
４７９は、大当たり遊技状態以外において図２４及び図２５における実線で示すように可
動範囲のうちの中央位置（Ｐ０）に配置され、大当たり遊技状態において破線で示すよう
な可動範囲の上限位置（Ｐ１）と一点鎖線で示すような可動範囲の下限位置（Ｐ２）との
間を移動しながら効果演出を実行する。なお、パチンコ機１０への電源投入時には、可変
入賞装置８２を含む所定の可変入賞装置や可動部材４７９を含む所定の可動部材は動作確
認のために駆動される。電源投入時において、可動部材４７９は、所定の上限位置（Ｐ１
）及び下限位置（Ｐ２）で所定の時間だけ停止しながら可動範囲の全体に亘って移動し、
発光器４７１及び発光器４７２は、可動部材４７９の動作確認期間において光を放出する
。
【０１３０】
　発光器４７１及び発光器４７２の各々は、遊技盤２３の表側に光を放出すると共に遊技
盤２３の裏側にも光を放出できるように構成されており、図２４に示されたように、可動
部材４７９が上限位置（Ｐ１）に移動している場合において、発光器４７１から放出され
た光の一部は盤裏カバー１４１に形成された開孔１４１Ａ、ボックスカバー３５２の左内
壁４２３と第１外側壁４２５との間に形成された開孔３５２Ａ及びカシメ受けカバー３５
３の右端の切り欠き４３１Ｅを通して、第２種開放封印部７００Ａの２つの接続部７１１
の一方に照射され、また、発光器４７２から放出された光の一部は同様に第２種開放封印
部７００Ｂの２つの接続部７１１の一方に照射される。この照射によって接続部７１１が
切断されていなければ、左側壁４１３、接続部７１１及び被連結部７１２が透明な樹脂で
一体成形されているために、照射された光は特定の方向に進行（直進）することになる。
しかし、接続部７１１が切断されていれば、切断面における乱反射により特定の方向以外
にも進行し、主制御装置１６０の正面側の特定の方向以外からの観察によって切断面の全
体が発光器４７１及び発光器４７２からの光と同一色で発色しているように見えるために
、第２種開放封印部７００Ａ，７００Ｂの封印解除痕跡の確認が行なえる。同様に、可動
部材４７９が下限位置（Ｐ２）に移動している場合には、第２種開放封印部７００Ａの他
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の接続部７１１及び第２種開放封印部７００Ｂの他の接続部７１１の封印解除痕跡の確認
が行なえる。なお、可動部材４７９が中央位置（Ｐ０）に滞在している場合には、発光器
４７１及び発光器４７２からの光は、盤裏カバー１４１、ボックスカバー３５２及びカシ
メ受けカバー３５３によって第２種開放封印部７００Ａ，７００Ｂの接続部７１１へは実
質的に到達しない。
【０１３１】
（第３種開放封印部）
　次に、第３種開放封印部８００Ａ，８００Ｂの構成及びそれらの封印解除痕跡の確認方
法について説明する。図２６は主制御装置１６０の右端側の一部を拡大して示す分解斜視
図であり、図２７は主制御装置１６０の右端側の一部を拡大して示す正面図であり、図２
８は主制御装置１６０の右端側の一部を拡大して示す背面図であり、図２９は図２７にお
けるＸＤ－ＸＤ矢視断面図であり、図３０は封印解除痕跡の確認方法を説明するための説
明図である。
【０１３２】
　第３種開放封印部８００Ａ，８００Ｂは、図２６～図２９に示されたように、略横長矩
形状のボックスカバー３５２の本体部の右側壁４２４から右側（主制御基板３１２と反対
側）に延出する主接続部８２１及び２つの副接続部８２３と、主接続部８２１及び副接続
部８２３の延出方向の先端に位置する被連結部８２２と、略横長矩形状のボックスベース
３５１の本体部の右側壁４１４から右側（主制御基板３１２と反対側）に延出する２つの
接続部８１１と、接続部８１１の延出方向の先端に位置する被連結部８１２とで構成され
ている。右側壁４２４、主接続部８２１及び２つの副接続部８２３とは継ぎ目のない態様
となるように一体形成されている。
【０１３３】
　開放封印部８００Ａは、連結部材８９０によって封印されており、連結部材８９０は、
被連結部８２２を被連結部８１２側に押圧するように被連結部８１２と係合している。
【０１３４】
　第３種開放封印部８００Ａが封印されている状態において主接続部８２１及び２つの副
接続部８２３が切断されると、被連結部８２２が右側壁４２４（ボックスカバー３５２）
から離脱して、当該封印状態が解除される。
【０１３５】
　遊技盤２３は、図３０に示されたように、音声発光制御装置１４３により制御される発
光演出を実行する発光装置４８０を備えており、発光装置４８０は、発光器４８１と発光
器４８１を音声発光制御装置１４３に電気的に接続するための配線４８２と配線４８２を
自動で巻き取る巻き取り機構４８３とで構成されている。発光器４８１は、主制御装置１
６０が閉鎖位置である場合に主制御装置１６０によって覆われるように、遊技盤２３に裏
面側から着脱可能に取着されている。発光器４８１は、挿着状態においては遊技進行に応
じて適宜に所定の発光演出（例えば、上作動口８３ａの発光演出）を実行するが、抜脱状
態においては常時に光を放出する。
【０１３６】
　発光器４８１を遊技盤２３から抜脱して適宜に移動させることによって発光器４８１か
ら放出された光で第３種開放封印部８００Ａの主接続部８２１及び２つの副接続部８２３
を順次に照射できる。この照射によって、主接続部８２１及び２つの副接続部８２３が切
断されていなければ、右側壁４２４、主接続部８２１、２つの副接続部８２３及び被連結
部８２２が透明な樹脂で一体成形されているために照射された光は特定の方向に進行する
ことになり、主接続部８２１及び２つの副接続部８２３が切断されていれば、切断面にお
ける乱反射により特定の方向以外にも進行し、主制御装置１６０の背面側の特定の方向以
外の方向からの観察によって切断面の全体が発光器４８１からの光と同一色で発色してい
るように見えるために、第３種開放封印部８００Ａ，８００Ｂの封印解除痕跡の確認が行
える。
【０１３７】
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（第４種開放封印部）
　最後に、第４種開放封印部９００Ａ，９００Ｂの構成及びそれらの封印解除痕跡の確認
方法について説明する。図３１は図２７におけるＸＥ－ＸＥ矢視断面図である。
【０１３８】
　第４種開放封印部９００Ａ，９００Ｂは、図２６～図２８及び図３１に示されたように
、略横長矩形状のボックスカバー３５２の本体部の右側壁４２４から右側（主制御基板３
１２と反対側）に延出する主接続部９２１及び２つの副接続部９２３と、主接続部９２１
及び副接続部９２３の延出方向の先端に位置する被連結部９２２と、略横長矩形状のボッ
クスベース３５１の本体部の右側壁４１４から右側（主制御基板３１２と反対側）に延出
する２つの接続部９１１と、接続部９１１の延出方向の先端に位置する被連結部９１２と
で構成されている。右側壁４２４、主接続部９２１及び２つの副接続部９２３とは継ぎ目
のない態様となるように一体形成されている。
【０１３９】
　開放封印部９００Ａは、連結部材９９０によって封印されており、連結部材９９０は、
被連結部材９２２を被連結部９１２側に押圧するように被連結部９１２と係合している。
【０１４０】
　ボックスカバー３５２の右側壁４２４には、図２６、図２８及び図３１に示されたよう
に、主接続部９２１及び２つの副接続部９２３の近傍において主接続部９２１の延出方向
（右方向）に突出する起伏を形成するように膨出部４２４Ａが形成されている。
【０１４１】
　右側壁４２４の外側面は、第４種開放封印部９００Ａの主接続部９２１と下側（図２８
の上側）の副接続部９２３との間から下方側（図２８の上方側）及び第４種開放封印部９
００Ｂの主接続部９２１と上側の副接続部９２３との間から上方側における基準平面領域
Ｒ０と、第４種開放封印部９００Ａの主接続部９２１と上側の副接続部９２３の間から第
４種開放封印部９００Ｂの主接続部９２１と下側の副接続部９２３との間までにおいて基
準平面領域Ｒ０よりも各主接続部９２１の延出方向に突出し基準平面領域Ｒ０に平行な突
出平面領域Ｒ３と、基準平面領域Ｒ０と突出平面領域Ｒ３との段差部分を形成するように
第４種開放封印部９００Ａの下側と上側の副接続部９２３の間に形成された第１湾曲面領
域Ｒ１及び第４種開放封印部９００Ｂの下側と上側の副接続部９２３の間に形成された第
２湾曲面領域Ｒ２とを有している。第４種開放封印部９００Ａの主接続部９２１は湾曲面
領域Ｒ１から外方向に突出し、第４種開放封印部９００Ｂの主接続部９２１は湾曲面領域
Ｒ２から外方向に突出しており、右側壁４２４と第４種開放封印部９００Ａ，９００Ｂの
各々の主接続部９２１との付け根部分における輪郭を含む仮想平面は、主接続部９２１の
延出方向に直交する平面とは異なることとなる。
【０１４２】
　また、右側壁４２４の内側面は、第４種開放封印部９００Ａの主接続部９２１と上側（
図２８の下側）の副接続部９２３との間から下方側（図２８の上方側）及び第４種開放封
印部９００Ｂの主接続部９２１と下側の副接続部９２３との間から上方側における基準平
面領域Ｒ０’と、第４種開放封印部９００Ａの主接続部９２１と上側（図２８の下側）の
副接続部９２３との間から第４種開放封印部９００Ｂの主接続部９２１と下側の副接続部
９２３との間までにおいて基準平面領域Ｒ０’よりも各主接続部９２１の延出方向に突出
し基準平面領域Ｒ０’に平行な突出平面領域Ｒ３’と、基準平面領域Ｒ０’と突出平面領
域Ｒ３’との段差部分を形成するように４種開放封印部９００Ａの主接続部９２１と上側
の副接続部９２３との間に形成された第１湾曲面領域Ｒ１’及び４種開放封印部９００Ｂ
の主接続部９２１と下側の副接続部９２３との間に形成された第２湾曲面領域Ｒ２’とを
有している。右側壁４２４の内側面において、第４種開放封印部９００Ａ及び第４種開放
封印部９００Ｂの各々の主接続部９２１の付け根部分に対応する部位は基準平面領域Ｒ０
’に位置している。
【０１４３】
　なお、図２６、図２７及び図３１に示されたように、ボックスベース３５１の右側壁４
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１４にも膨出部４２４Ａと同一形状の膨出部４１４Ａが膨出部４２４Ａと対向するように
形成されている。
【０１４４】
　ボックスカバー３５２の右縁には、主制御基板３１２に電気的に接続された発光装置４
９０が第４種開放封印部９００Ａ及び第４種開放封印部９００Ｂに対向するように装着さ
れており、発光装置４９０は基板４９３上に設けられた発光器４９１及び発光器４９２を
備えている。発光器４９１及び発光器４９２はそれぞれ第４種開放封印部９００Ａ及び第
４種開放封印部９００Ｂの主接続部９２１と左右方向に対向しており、発光器４９１から
放出される光の一部は、右側壁４２４の内側面の基準平面領域Ｒ０’に略垂直に入射して
第４種開放封印部９００Ａの主接続部９２１の延出方向に沿って進行し、また、同様に、
発光器４９２から放出される光の一部は、右側壁４２４の内側面の基準平面領域Ｒ０’に
略垂直に入射して第４種開放封印部９００Ｂの主接続部９２１の延出方向に沿って進行す
る。これによって、第４種開放封印部９００Ａ，９００Ｂの封印解除痕跡の確認が行える
。
【０１４５】
　上記の取り外し封印部５００Ａ～５００Ｄの構成であれば、発光器４５１～４５４から
の光に基づいて、取り外し封印部５００Ａ～５００Ｄの接続部５０１が切断されているか
否かを特定の方向以外で発光しているか否かによって検知できるために、取り外し封印部
５００Ａ～５００Ｄの近傍における切断箇所を発光器４５１～４５４からの光を用いずに
観察する場合よりも簡便かつ正確に検知できる。更に、主制御装置１６０が閉鎖位置から
所定の角度範囲で開放されている場合のみにおいて、発光器４５１～４５４からの光が接
続部５０１に照射されるために、接続部５０１の切断に基づく取り外し封印部５００Ａ～
５００Ｄの封印解除痕跡を光の照射によって確認できるように対策が施されていることを
不正行為者によって気付かれる可能性を低減できる。また、封印解除痕跡の確認に利用さ
れる光が遊技盤２３における発光演出用の光と兼用されているために、当該光が取り外し
封印部５００Ａ～５００Ｄの封印解除痕跡の確認に使用されていることを不正行為者によ
って気付かれる可能性を更に低減できる。
【０１４６】
　上記の第１種開放封印部６００Ａ，６００Ｂの構成であれば、発光器４６１，４６２か
らの光に基づいて、接続部６１１が切断されているか否かを特定の方向以外で発光してい
るか否かによって検知できるために、第１種開放封印部６００Ａ，６００Ｂの近傍におけ
る切断箇所を発光器４６１，４６２からの光を用いずに観察する場合よりも簡便かつ正確
に検知できる。更に、接続部６１１への光の照射がＲＡＭ消去スイッチ１６６の操作に基
づく特殊な期間に限定されているために、接続部６１１の切断に基づく第１種開放封印部
６００Ａ，６００Ｂの封印解除痕跡を光の照射によって確認できるように対策が施されて
いることを不正行為者によって気付かれる可能性を低減できる。また、封印解除痕跡の確
認に利用される光が主制御装置３１２の動作状態を表す発光と兼用されているために、当
該光が取り外し封印部５００Ａ～５００Ｄの封印解除痕跡の確認に使用されていることを
不正行為者によって気付かれる可能性を更に低減できる。
【０１４７】
　上記の第２種開放封印部７００Ａ，７００Ｂの構成であれば、発光器４７１，４７２か
らの光に基づいて、接続部７１１が切断されているか否かを特定の方向以外で発光してい
るか否かによって検知できるために、第２種開放封印部７００Ａ，７００Ｂの近傍におけ
る切断箇所を発光器４７１，４７２からの光を用いずに観察する場合よりも簡便かつ正確
に検知できる。更に、接続部７１１への光の照射が特別遊技状態や電源投入時等の特殊な
期間に限定されているために、接続部７１１の切断に基づく第２種開放封印部７００Ａ，
７００Ｂの封印解除痕跡を光の照射によって確認できるように対策が施されていることを
不正行為者によって気付かれる可能性を低減できる。また、封印解除痕跡の確認に利用さ
れる光が遊技盤２３における所定の発光演出用の光と兼用されているために、当該光が第
２種開放封印部７００Ａ，７００Ｂの封印解除痕跡の確認に使用されていることを不正行
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為者によって気付かれる可能性を更に低減できる。
【０１４８】
　上記の第２種開放封印部７００Ａ，７００Ｂの構成であれば、開放封印部７００Ａ，７
００Ｂの接続部７１１が切断されているか否かを特定の方向以外で発光しているか否かに
よって検知できるために、第２種開放封印部７００Ａ，７００Ｂの近傍における切断を観
察する場合よりも簡便かつ正確に検知できるようになる。更に、上記の第２種開放封印部
７００Ａ，７００Ｂの構成であれば、第２種開放封印部７００Ａ，７００Ｂの接続部７１
１への光の照射が特別遊技状態や電源投入時等の特殊な期間に限定されているために、不
正行為者によって主制御基板３１２の改変と共に第２種開放封印部７００Ａ，７００Ｂの
開封痕跡の光による検知が困難となるような改変が行なわれることを良好に防止できる。
更に、可動部材４７９を含め演出に寄与する装置の動作は一般的に主制御基板３１２では
なく音声発光制御装置１４３によって実行されるために、主制御基板３１２の改変と共に
開封痕跡の検知が困難となるように改変するためには主制御基板３１２ともに音声発光制
御装置１４３をも改変せざるを得ず、このような包括的な改変は行われ難くなる。また、
演出に寄与する発光を第２種開放封印部７００Ａ，７００Ｂの確認に利用しているために
、上記のような対策が施されていることを不正行為者によって気付かれる可能性を低減で
きる。
【０１４９】
　上記の第２種開放封印部７００Ａ，７００Ｂにおいては、一般的な遊技機が備える可動
部材の移動を利用して当該可動部材が所定の位置に移動している場合のみにおいて開放封
印部７００Ａ，７００Ｂの接続部７１１の切断痕跡を確認できる構成について説明したが
、人為的な照射手段の移動によって開放封印部７００Ａ，７００Ｂの接続部７１１の切断
痕跡を確認できる構成とすることもできる。例えば、発光演出を行う一部の発光器が遊技
盤２３の裏面側から着脱可能である構成とし、必要に応じて当該発光器を遊技盤２３から
離脱させて開放封印部７００，７００Ｂの接続部７１１の近傍に移動させる構成が挙げら
れる。
【０１５０】
　また、上記の第２種開放封印部７００Ａ，７００Ｂにおいては、接続部７１１の切断痕
跡を検知するために発光器４７１及び発光器４７２を移動させて接続部７１１と発光器４
７１と発光器４７２との相対位置を変化させる構成について説明したが、切断痕跡の検知
に用いる発光器４７１と発光器４７２を遊技盤２３に固定しておいて、接続部７１１を移
動させることによってそれらの相対位置を変化させる構成とすることもできる。例えば、
上記の第２種開放封印部７００Ａ，７００Ｂの場合であれば、第２種開放封印部７００Ａ
，７００Ｂの形成される主制御装置１６０は遊技盤２３に対して回動可能であるために、
主制御装置１６０を回転させることによって、遊技盤２３に固定された発光器と接続部７
１１との相対位置を変化させる構成が挙げられる。
【０１５１】
　また、上記の第２種開放封印部７００Ａ，７００Ｂにおいては、本体部の左側壁４１３
から垂設された接続部７１１の延出方向に対して直交する方向から発光器４７１及び発光
器４７２からの光が照射される構成について説明したが、延出方向に沿って発光器から照
射される構成とすることもできる。更に、この構成を採用する場合には、左側壁４１３を
平坦面とはせずに接続部７１１との距離が変化する部位から接続部７１１を突出させる構
成として、不正行為者によって切断される場合に光の照射方向に対して傾斜する広い切断
面が形成されるように誘導できる構成とすることができる。
【０１５２】
　また、上記の第２種開放封印部７００Ａ，７００Ｂにおいては、接続部７１１を照射す
る光を放出する発光器を遊技盤２３に設ける構成について説明したが、発光器を主制御装
置１６０（本体部）の内部又は外部に設ける構成とすることもできる。例えば、当該発光
器を主制御基板３１２上又は基板ボックス３１１内に内封された所定の基板に設ける構成
が挙げられる。この構成を採用する場合にあっては、所定の条件を満たす場合にのみ発光
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器を発光させる構成、例えば、遊技盤２３の制御処理を初期化するためのＲＡＭ消去スイ
ッチの操作や確率設定を変化させるための設定変更スイッチを操作した場合にそれらの動
作期間又はそれらの操作から所定の期間に亘って発光器を発光させる構成であることが好
ましい。
【０１５３】
　また、上記の第２種開放封印部７００Ａ，７００Ｂにおいては、主制御装置１６０に形
成された開放封印部７００Ａ，７００Ｂに対して適用する場合について説明したが、主制
御装置１６０に形成される他の開放封印部６００Ａ，６００Ｂ，８００Ａ，８００Ｂ，９
００Ａ，９００Ｂに対して第２種開放封印部７００Ａ，７００Ｂと同様の構成又は第２種
開放封印部７００Ａ，７００Ｂの構成に付随して説明した各種の変形態様の構成いずれか
を単独又は複合させて適用する構成とすることもできる。
【０１５４】
　また、上記の第２種開放封印部７００Ａ，７００Ｂにおいては、主制御基板３１２を収
容する基板ボックス３１１に形成される封印部について説明したが、主制御基板３１２以
外の基板や電子機器等を収容する構造体に適用することもでき、更に、特定の構造体を連
結する場合に適用することもできる。例えば、ボックス連結体３０１と主制御装置１６０
との連結が挙げられる。
【０１５５】
　上記の第３種開放封印部８００Ａ，８００Ｂの構成であれば、発光器４８１からの光に
基づいて、接続部８２１が切断されているか否かを特定の方向以外で発光しているか否か
によって検知できるために、第３種開放封印部８００Ａ，８００Ｂの近傍における切断を
発光器４８１からの光を用いずに観察する場合よりも簡便かつ正確に検知できるようにな
る。更に、接続部８２１へ光を照射するために接続部８２１から離れた位置に配置される
巻き取り機構４８３から発光器４８１を取り外して接続部８２１の近傍に移動させる必要
があるために、接続部８１１の切断に基づく第３種開放封印部８００Ａ，８００Ｂの封印
解除痕跡を光の照射によって確認できるように対策が施されていることを不正行為者によ
って気付かれる可能性を低減できる。また、封印解除痕跡の確認に利用される光が遊技盤
２３における所定の発光演出用の光と兼用されているために、当該光が第３種開放封印部
８００Ａ，８００Ｂの封印解除痕跡の確認に使用されていることを不正行為者によって気
付かれる可能性を更に低減できる。
【０１５６】
　上記の第４種開放封印部９００Ａ，９００Ｂの構成であれば、発光器４９１，４９２か
らの光に基づいて、接続部９２１が切断されているか否かを特定の方向以外で発光してい
るか否かによって検知できるために、第４種開放封印部９００Ａ，９００Ｂの近傍におけ
る切断を発光器４９１，４９２からの光を用いずに観察する場合よりも簡便かつ正確に検
知できるようになる。また、不正行為者が主制御基板３１２を不正に改変しようとする場
合には、切断面を目立たせないように接続部９２１を近隣の部材の輪郭線や稜線に沿って
又はそれに平行や相似な切断線が形成されると共に切断面が小さくなるように直線的に切
断しようするために、湾曲面領域Ｒ１，Ｒ２に概ね沿うように直線的に切断するように誘
導することができる。このように切断された場合には切断面が目立ち易くなると共に切断
面が特定の方向に対して傾斜するために切断面の面積が特定の方向に垂直に切断される場
合よりも大きくなって切断面での乱反射光を確認し易くなる。また、切断面が発光器４９
１，４９２からの特定の方向に対して傾斜するために、特定の方向以外の所定の方向から
切断面を最も大きく視認することもでき、切断面での乱反射光を更に確認し易くなる。
【０１５７】
　上記の取り外し封印部５００Ａ～５００Ｄの構成において、発光器４５１～４５４の光
放出角度の指向性が低く接続部５０１に照射される光の立体角を発光器４５１～４５４と
接続部５０１との間に形成された開孔１４１Ａで絞って主制御装置１６０が特定の角度で
開放されている場合に接続部５０１の全体に光が照射される構成について説明したが、指
向性の高い光源を採用して当該光源からの光で立体角を絞ることなく又は盤裏カバーの所
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定の部位に光を拡散させて主制御装置１６０が所定の角度範囲である場合に接続部５０１
の全体を照射する構成とすることもできる。また、上記の取り外し封印部５００Ａ～５０
０Ｄの構成において、主制御装置１６０が特定の角度で開放されている場合に発光器４５
１～４５４からの光で接続部５０１の全体を一括して照射する構成について説明したが、
主制御装置１６０が所定の角度範囲の各角度で開放されている場合には発光器４５１～４
５４からの光で接続部５０１の一部しか照射できないが所定の角度範囲内で主制御装置１
６０を回転させることによって当該回転に伴い発光器４５１～４５４からの光で接続部５
０１の全体に亘って照射する構成とすることもできる。また、主制御装置１６０が特定の
角度に位置していることを識別可能な構造、例えば、主制御装置１６０が特定の角度に位
置している場合に他の場合より移動に要する外力を大きくする構造を更に含み、特定の角
度範囲に主制御装置１６０が配置されていることを簡便かつ確実に認知できる構成とする
こともできる。
【０１５８】
　上記の第１種開放封印部６００Ａ，６００Ｂにおいては、発光器４６１，４６２から光
の放出される期間をＲＡＭ消去スイッチ１６６の操作に基づく特殊な期間に限定する構成
について説明したが、主制御基板３１２に装着される設定変更スイッチや音量変更スイッ
チ等の他の装置の操作に基づく所定の期間に限定する構成とすることもでき、また、主制
御基板３１２とは異なる部材に設けられている装置であって当該装置への操作が主制御基
板３１２によって検知される装置に対する操作に基づく所定の期間に限定する構成とする
こともでき、また、パチンコ機１０を構成する所定の部材を駆動又は移動させる操作を検
出する装置であって当該装置の検出状況の変化に基づく所定の期間に限定する構成とする
こともできる。なお、発光器４６１，４６２から光を放出する契機となる各種スイッチや
各種の装置への操作は、第１種開放封印部６００Ａ，６００Ｂに対するＲＡＭ消去スイッ
チ１６６への操作のように主制御基板３１２を取り出すために必要でない操作であること
が好ましく、この場合には、接続部６１１の切断痕跡を光の照射によって確認できるよう
に対策が施されていることを不正行為者が気付く可能性を更に低減できる。
【０１５９】
　上記の第２種開放封印部７００Ａ，７００Ｂにおいては、第１種開放封印部７００Ａの
２つの接続部７１１及び第１種開放封印部７００Ｂの２つの接続部７１１の各々の切断痕
跡を、それぞれ、上下に移動可能な可動部材４７０に設けられた発光器４７１及び発光器
４７２からのそれらの上下動に伴う光の照射によって確認する構成について説明したが、
それらの切断痕跡を、水平方向を回動軸として回動可能な可動部材に設けられた発光器４
７１及び発光器４７２からのそれらの上下方向の回動に伴う光の照射によって確認する構
成とすることもできる。
【０１６０】
　上記の第３種開放封印部８００Ａ，８００Ｂにおいては、主制御装置１６０が閉鎖位置
である場合に発光器４８１、配線４８２及び巻き取り機構４８３が裏面側から視認できな
いように主制御装置１６０で覆われる構成について説明したが、主制御装置１６０が閉鎖
位置である場合に発光器４８１、配線４８２及び巻き取り機構４８３の少なくとも１つが
主制御装置１６０で覆われない構成とすることもできる。また、上記の第３種開放封印部
８００Ａ，８００Ｂにおいては、発光器４８１を適宜に移動させることによって主接続部
８２１と副接続部８２３とが照射できるように配線４８２の長さを設定する構成について
説明したが、取り外し封印部５００Ａ～５００Ｄの接続部５０１、第１種開放封印部６０
０Ａ，６００Ｂの接続部６１１、第２種開放封印部７００Ａ，７００Ｂの接続部７１１及
び第４種開放封印部９００Ａ，９００Ｂの主接続部９２１及び副接続部９２３をも照射で
きるように配線４８２の長さを設定する構成とすることもでき、この場合には、発光器４
６１～４６４による接続部６１１の切断痕跡の確認，発光器４７１，４７２による接続部
７１１の切断痕跡の確認，発光器４９１，４９２による主接続部９２１の確認に加えて、
接続部６１１、接続部７１１、主接続部９２１及び副接続部９２３の切断痕跡を更に詳細
に再確認することができる。
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【０１６１】
　上記の第４種開放封印部９００Ａ，９００Ｂにおいては、主接続部９２１が略Ｓ字形状
に湾曲する湾曲面領域Ｒ１，Ｒ２内の一部の領域から延出する構成について説明したが、
主接続部９２１が円弧状に湾曲する領域内の一部の領域から延出する構成とすることもで
き、また、主接続部９２１が基準平面領域Ｒ０や突出平面領域Ｒ３に対して傾斜する平面
領域内の一部の領域から延出する構成とすることもできる。また、上記の第４種開放封印
部９００Ａ，９００Ｂにおいては、主接続部９２１が湾曲面領域Ｒ１，Ｒ２内の一部の領
域から延出する構成について説明したが、主接続部９２１が湾曲面領域Ｒ１，Ｒ２から基
準平面領域Ｒ０に跨がる領域や湾曲面領域Ｒ１，Ｒ２から突出平面領域Ｒ３に跨がる領域
や湾曲面領域Ｒ１，Ｒ２を挟んで基準平面領域Ｒ０から突出平面領域Ｒ３に跨る領域から
延出する構成とすることもできる。また、上記の第４種開放封印部９００Ａ，９００Ｂに
おいては、膨出部４２４Ａが湾曲面領域Ｒ１、湾曲面領域Ｒ２及び突出平面領域Ｒ３とで
形成される構成について説明したが、膨出部４２４Ａが突出平面領域Ｒ３を含まない構成
とすることもできる。また、上記の第４種開放封印部９００Ａ，９００Ｂにおいては、右
側壁４２４がその外面と内面との双方の起伏によって形成される膨出部４２４Ａを有する
構成について説明したが、右側壁４２４がその外側の起伏のみによって形成される膨出部
を有する構成とすることもできる。また、上記の第４種開放封印部９００Ａ，９００Ｂに
おいては、右側壁４２４の外面が外方向に突出する膨出部４２４Ａを有する構成について
説明したが、右側壁４２４の外面が内方向に陥入する陥入部を有する構成とすることもで
きる。また、更に、上記の第４種開放封印部９００Ａ，９００Ｂにおいては、ボックスベ
ース３５１がボックスカバー３５２の膨出部４２４Ａと実質的に同一形状の膨出部４１４
Ａを有する構成について説明したが、ボックスベース３５１が膨出部４２４Ａと異なる形
状の膨出部を有する構成や膨出部が形成されない構成とすることもできる。
【０１６２】
　上記の取り外し封印部５００Ａ～５００Ｄ、第１種開放封印部６００Ａ，６００Ｂ、第
２種開放封印部７００Ａ，７００Ｂ、第３種開放封印部８００Ａ，８００Ｂ及び第４種開
放封印部９００Ａ，９００Ｂの各々の連結においては、それぞれ、独立した部材である連
結部材５９０，６９０，７９０，８９０，９９０を用いる構成について説明したが、連結
すべき２つの構造体の各々に一体成形された２つの係合片が当該２つの構造体の組み付け
によって自動的に係合することによって当該２つの構造体の組み付けの痕跡の残らない解
除が困難となるように連結される構成、例えば、ボックスベース３５１に一体成形された
係合片とボックスカバー３５２に一体成形された係合片とがボックスベース３５１とボッ
クスカバー３５２とのスライド移動による組み付けによってボックスベース３５１及びボ
ックスベース３５１で封鎖される空間において当該組み付けを解除する方向へのスライド
移動を阻止するように係合する構成とすることもできる。
【０１６３】
　上記においては、ボックス連結体３０１と主制御装置１６０との痕跡の残らない取り外
しを抑制する構造として取り外し封印部５００Ａ～５００Ｄの連結部材５９０による連結
を採用し、基板ボックス３１１の痕跡の残らない開封を抑制する構造として開封封印部６
００Ａ，６００Ｂの連結部材６９０による連結、開封封印部７００Ａ，７００Ｂの連結部
材７９０による連結、開封封印部８００Ａ，８００Ｂの連結部材８９０による連結、開封
封印部９００Ａ，９００Ｂの連結部材９９０による連結を採用する構成について説明した
が、各種の封印部の連結及びその痕跡の確認において上記の各種の連結態様や各種の連結
態様に付随して説明した変形態様のいずれかを単独又は複合して採用することもできる。
【０１６４】
　上記においては、ボックス連結体３０１と主制御装置１６０との連結において単一種類
の取り外し封印部を備える構成について説明したが、それらの連結において複数の種類の
封印部を設ける構成とすることもできる。また、上記においては主制御装置１６０におい
て複数の種類の開放封印部を設ける構成について説明したが、一部の開放封印部を省略す
る構成とすることもできる。
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【０１６５】
　また、上記においては、特定の遊技形態の遊技機を一例として挙げて説明したが、本発
明を上記実施形態とは異なるタイプのパチンコ機等に実施することもできる。例えば、一
度大当たりすると、それを含めて複数回（例えば２回、３回）大当たり状態が発生するま
で、大当たり期待値が高められるようなパチンコ機（通称、２回権利物、３回権利物と称
される。）として実施しても良い。また、大当たり図柄が表示された後に、所定の領域に
球を入賞されることを必要条件として特別遊技状態となるパチンコ機として実施すること
もできる。また、大当たり等の抽選機能のないいわゆる普通機に対して採用することもで
きる。球が所定の入賞口に入ることで特別遊技状態となるパチンコ機に対して採用するこ
ともできる。また、球が循環する封入式のパチンコ機に実施することもできる。さらに、
パチンコ機以外にも、アレンジボール型パチンコ、雀球、いわゆるパチンコ機とスロット
マシンとが融合した遊技機等の各種遊技機として実施でき、スロットマシンとして実施し
ても良い。
【０１６６】
　なお、パチンコ機とスロットマシンとが融合した遊技機の具体例としては、複数の図柄
からなる図柄列を変動表示した後に図柄を確定表示する可変表示手段を備えており、球打
出用のハンドルを備えていないものが挙げられる。この場合、所定の操作（ボタン操作）
に基づく所定量の遊技球の投入後、例えば操作レバーの操作に起因して図柄の変動が開始
され、例えばストップボタンの操作に起因して、あるいは、所定時間経過することにより
、図柄の変動が停止され、その停止時の確定図柄がいわゆる大当たり図柄であることを必
要条件として遊技者に有利な大当たり状態が発生させられ、遊技者には、下部の受け皿に
多量の球が払い出されるものである。
【０１６７】
　以下、上記した実施形態から抽出される発明群の特徴について、必要に応じて効果等を
示しつつ説明する。なお以下においては、理解の容易のため、上記各実施形態において対
応する構成を括弧書き等で適宜示すが、この括弧書き等で示した具体的構成に限定される
ものではない。また、各特徴に記載した用語の意味や例示等は、同一の文言にて記載した
他の特徴に記載した用語の意味や例示として適用しても良い。
【０１６８】
　従来の典型的なパチンコ遊技機やスロットマシン等の遊技機において、遊技機の動作を
制御する制御基板を開封不能に連結された基板ボックスの内部に収容する構成や制御基板
の収容された制御装置を遊技機本体に離脱不能に連結する構成が採用されている。これら
の連結構造において、制御装置の動作不良等により制御基板を遊技機本体から取り外す必
要が生じる場合を考慮して、制御基板に大きな衝撃を与えたり制御基板を破損させたりす
ることなく安全にかつ簡便に取り外せるように、簡単な工具で切断することによって開封
不能な連結や離脱不能な連結の連結状態を解除できる特定の部分（以下において「連結解
除用特定部」とも称す）が設けられている。
【０１６９】
　しかしながら、連結解除用特定部を切断して基板ボックスを一旦開封し、制御基板を不
正に改変した後に基板ボックスを元のように閉鎖する不正行為が知られており、このよう
な不正行為が行われると基板ボックスの開封痕跡を目視によって確認することが困難とな
る虞があった。なお、上記においては制御基板に関連する連結構造ついて例示したが、そ
の他の連結構造についても同様である。上記例示した事情等に鑑みて、本発明は、連結状
態を好適に確認できる遊技機を提供することを目的とする。
【０１７０】
　すなわち、制御基板の動作を不正に改変する等の目的で連結解除用特定部を切断するよ
うな不正行為が知られており、このように不正に連結解除用特定部が切断された場合にそ
の切断部分の確認の容易性を向上させることについて改良の余地がある。なお、上記にお
いては制御基板に関連する連結構造ついて例示したが、必要に応じて連結を安全かつ簡便
に解除できるように配慮されているが、安易に痕跡の残らないような連結の解除が行なわ
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れないように構成されている連結構造一般についても同様である。このような事情等に鑑
みて、本発明に係る遊技機において、不正に切断された場合における切断部分の確認の容
易性を向上させることを目的としている。
【０１７１】
〈特徴Ａ１〉
　第１構造体（例えば、第２種開放封印部７００Ａに対してのボックスベース３５１、第
３種開放封印部８００Ａに対してのボックスカバー３５２に相当）、前記第１構造体と係
合する第２構造体（例えば、第２種開放封印部７００Ａに対してのボックスカバー３５２
、第３種開放封印部８００Ａに対してのボックスベース３５１に相当）及び前記第１構造
体と前記第２構造体とを相対移動不能に連結する連結手段（例えば、連結部材７９０、連
結部材８９０に相当）を含む連結構造体を備える遊技機であって、
　前記第１構造体は、前記連結手段により連結される被連結部（例えば、被連結部７１２
、被連結部８２２に相当）と、前記被連結部と離隔する本体部（例えば、第２種開放封印
部７００Ａに対してのボックスベース３５１の本体部、第３種開放封印部８００Ａに対し
てのボックスカバー３５２の本体部に相当）と、前記本体部から外方向に延出して前記本
体部と前記被連結部とを接続する接続部（例えば、接続部７１１、主接続部８２１に相当
）とを含み、
　前記第２構造体は、本体部（例えば、第２種開放封印部７００Ａに対してのボックスカ
バー３５２の本体部、第３種開放封印部８００Ａに対してのボックスベース３５１の本体
部に相当）と、前記連結手段により前記第１構造体の被連結部と連結される被連結部（例
えば、被連結部７２２、被連結部８１２に相当）とを含み、
　前記第１構造体の被連結部と前記第２構造体の被連結部とが前記連結手段で連結されて
いる相対移動阻止状態を解除する場合に前記接続部が切断され、
　前記第１構造体の本体部、被連結部及び接続部は、光透過性物質で一体成形されており
、
　前記連結構造体に対して移動可能であり、移動可能な範囲のうちの一部の特定の範囲に
位置している場合に前記接続部に光を照射可能である光照射手段（例えば、発光器４７１
、発光器４８１に相当）を備える、
ことを特徴とする遊技機。
【０１７２】
　この構成であれば、接続部が切断されている場合には光照射手段からの光に基づいてそ
の切断面を簡便に視認できるために、接続部の切断痕跡を簡便に認知できる。また、光照
射手段を基準位置から特定の位置へ移動させなければ光照射手段からの光によっては接続
部が照射されないために、このような接続部の切断痕跡の確認を容易化する対策が施され
ていることが不正な行為を行おうとする不正行為者に気付かれることを抑制できる。
【０１７３】
〈特徴Ａ２〉
　前面側から視認可能な領域に設けられる移動可能な可動構造物を備え、
　前記光照射手段は、前記可動構造物の移動に伴い移動し、遊技進行に応じて前記構造物
の発光演出を行う、
特徴Ａ１に記載の遊技機。
【０１７４】
　この構成であれば、光照射手段からの光が発光演出用の光と兼用されているために、不
正行為者は当該光が接続部の切断痕跡の確認に使用されていることを更に気付き難くなる
。
【０１７５】
〈特徴Ａ３〉
　前記可動構造物は、遊技機の立上時の動作確認において、前記光照射手段が前記所定の
時間に亘り前記特定の範囲内に滞在するように移動し、
　前記光照射手段は、前記立上時の動作確認において前記特定の範囲内に滞在している場
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合に前記接続部に光を照射する、
特徴Ａ２に記載の遊技機。
【０１７６】
　この構成であれば、光照射手段からの光により接続部が照射される期間が立上時の動作
確認時という特定の操作に基づく特殊な期間に限定されるために、不正行為者は当該光が
接続部の切断痕跡の確認に使用されていることを更に気付き難くなる。
【０１７７】
〈特徴Ａ４〉
　前面側から視認可能な領域に設けられる構造物を備え、
　前記光照射手段は、前記構造物の裏面側から着脱可能に取り付けられ、装着状態におい
て前記構造物の発光演出を行い、離脱状態における前記特定の範囲への移動により前記接
続部に光を照射する、
特徴Ａ１～Ａ３のいずれかに記載の遊技機。
【０１７８】
　この構成であれば、光照射手段からの光が発光演出用の光と兼用されているために、ま
た、光照射手段が接続部と離れた場所に配置されることとなるために、不正行為者は当該
光が接続部の切断痕跡の確認に使用されていることを更に気付き難くなる。
【０１７９】
〈特徴Ａ５〉
　前記光照射手段は、遊技機の立上時の動作確認のために所定の時間に亘り光を放出し、
当該所定の時間内における前記光照射手段の移動により前記接続部に光を照射する、
特徴Ａ４に記載の遊技機。
【０１８０】
　この構成であれば、光照射手段から光の放出される期間が立上時の動作確認時という特
定の操作に基づく特殊な期間に限定されるために、不正行為者は当該光が接続部の切断痕
跡の確認に使用されていることを更に気付き難くなる。
【０１８１】
〈特徴Ａ６〉
　前記光照射手段は、前記構造物への装着状態において遊技進行に応じた前記構造物の発
光演出を行い、前記離脱状態における少なくとも一部の時間に亘って光を放出する、
特徴Ａ４又はＡ５に記載の遊技機。
【０１８２】
　この構成であれば、光照射手段から光の放出される期間が光照射手段の離脱状態時とい
う特定の操作に基づく特殊な期間に限定されるために、不正行為者は当該光が接続部の切
断痕跡の確認に使用されていることを更に気付き難くなる。
【０１８３】
〈特徴Ａ７〉
　前記光照射手段は、前記装着状態から前記離脱状態への移行に基づいて所定の時間だけ
光を放出する、
特徴Ａ４～Ａ６のいずれかに記載の遊技機。
【０１８４】
　この構成であれば、光照射手段から光の放出される期間が光照射手段の離脱状態時とい
う特定の操作に基づく特殊な期間に限定されるために、不正行為者は当該光が接続部の切
断痕跡の確認に使用されていることを更に気付き難くなる。
【０１８５】
〈特徴Ａ８〉
　前記第１構造体は、前記第１構造体の被連結部と異なる他の被連結部と、前記本体部か
ら外方向に延出して前記本体部と前記他の被連結部とを接続する他の接続部とを含み、
　前記第２構造体は、前記第１構造体の他の被連結部と連結可能な他の被連結部を含み、
　前記第１構造体の他の被連結部と前記第２構造体の他の被連結部とが連結部材で連結さ
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れている相対移動阻止状態を解除する場合に前記他の接続部が切断され、
　前記第１構造体の他の被連結部及び他の接続部は、前記第１構造体の本体部と一体成形
されており、
　前記光照射手段は、前記移動可能な範囲のうちの前記特定の範囲と異なる他の特定の範
囲に位置している場合に前記他の接続部に光を照射可能である、
特徴Ａ１～Ａ７のいずれかに記載の遊技機。
【０１８６】
　この構成であれば、複数の接続部の切断痕跡の確認を簡便に行える。
【０１８７】
〈特徴Ａ９〉
　前記第１構造体は、前記第１構造体の被連結部と異なる他の被連結部と、前記本体部か
ら外方向に延出して前記本体部と前記他の被連結部とを接続する他の接続部とを含み、
　前記第２構造体は、前記第１構造体の他の被連結部と連結可能な他の被連結部を含み、
　前記第１構造体の他の被連結部と前記第２構造体の他の被連結部とが連結部材で連結さ
れている相対移動阻止状態を解除する場合に前記他の接続部が切断され、
　前記第１構造体の他の被連結部及び他の接続部は、前記第１構造体の本体部と一体成形
されており、
　前記光照射手段は、前記特定の範囲に位置している場合に前記接続部及び前記他の接続
部の双方に光を照射可能である、
特徴Ａ１～Ａ８のいずれかに記載の遊技機。
【０１８８】
　この構成であれば、複数の接続部の切断痕跡の確認を簡便に行える。
【０１８９】
〈特徴Ａ１０〉
　前記連結構造体は、前記第１構造体の本体部と前記第２構造体の本体部とで形成される
空間に収容される制御基板を含む制御装置であり、
　前記制御装置と連携して遊技機の動作を制御する他の制御装置を備え、
　前記光照射手段又は前記可動装置を含む場合にあっては前記光照射手段及び可動装置は
、前記他の制御装置により制御される、
　特徴Ａ１～Ａ９に記載の遊技機。
【０１９０】
　この構成であれば、不正行為者が制御装置を改変すると共に光照射手段の制御を改変し
たとすると、簡便に光照射手段の制御の改変を認知できる。
【０１９１】
〈特徴Ａ１１〉
　前記連結構造体は、遊技機本体と制御装置とを連結する連結機構であり、
　前記制御装置と連携して遊技機の動作を制御する他の制御装置を備え、
　前記光照射手段又は前記可動構造物を含む場合にあっては前記光照射手段及び可動構造
物は、前記他の制御装置により制御される、
　特徴Ａ１～Ａ１０に記載の遊技機。
【０１９２】
　この構成であれば、不正行為者が制御装置を改変すると共に光照射手段の制御を改変し
ようとする場合に、当該制御装置と共に光照射手段の駆動を制御する他の制御装置も改変
する必要が生じるために、不正行為を抑制できる。
【０１９３】
〈特徴Ｂ１〉
　第１構造体（例えば、ボックス連結体３０１に相当）、前記第１構造体と係合する第２
構造体（例えば、ボックスベース３５１に相当）及び前記第１構造体と前記第２構造体と
を相対移動不能に連結する連結手段（例えば、連結部材５９０に相当）を含み、遊技機本
体に対して移動可能に取着された連結構造体（例えば、主制御装置ユニット３００に相当
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）を備える遊技機であって、
　前記第１構造体は、本体部（例えば、ボックス連結体３０１の本体部に相当）と、前記
連結手段と係合する被連結部（例えば、被連結部５０２に相当）と、前記本体部から外方
向に延出して前記本体部と前記被連結部とを接続する接続部（例えば、接続部５０１に相
当）とを含み、
　前記第２構造体は、本体部（例えば、ボックスベース３５１の本体部に相当）と、前記
連結手段により前記第１構造体の被連結部と連結される被連結部（例えば、被連結部５１
２に相当）とを含み、
　前記第１構造体の他の被連結部と前記第２構造体の他の被連結部とが前記連結手段で連
結されている相対移動阻止状態を解除する場合に前記他の接続部が切断され、
　前記第１構造体の本体部、被連結部及び接続部は、光透過性物質で一体成形されており
、
　前記連結構造体が前記遊技機本体に対して移動可能な範囲のうちの特定の範囲に位置し
ている場合に前記接続部に光を照射可能である光照射手段（例えば、発光器４５１に相当
）を備える、
ことを特徴とする遊技機。
【０１９４】
　この構成であれば、接続部が切断されている場合には光照射手段からの光に基づいてそ
の切断面を簡便に視認できるために、接続部の切断痕跡を簡便に認知できる。また、連結
構造体を基準位置から特定の位置へ移動させなければ光照射手段からの光によっては接続
部が照射されないために、このような接続部の切断痕跡の確認を容易化する対策が施され
ていることが不正な行為を行おうとする不正行為者に気付かれることを抑制できる。
【０１９５】
〈特徴Ｂ２〉
　前記特定の範囲は、前記連結構造体の前記移動可能な範囲のうちの一部の中間範囲であ
る、
特徴Ｂ１に記載の遊技機。
【０１９６】
　この構成であれば、特徴Ｂ１の効果を確実に奏することができる。
【０１９７】
〈特徴Ｂ３〉
　前記光照射手段からの光は、前記連結構造体の前記特定の範囲への移動に伴い、前記接
続部の内部を前記接続部の延出方向に沿うように伝播する、
特徴Ｂ１又はＢ２に記載の遊技機。
【０１９８】
　この構成であれば、指向性の低い光源や指向性の高い光源を光照射手段として用いるこ
とができ、光源を選択する自由度が増加する。
【０１９９】
〈特徴Ｂ４〉
　前記光照射手段は、前記遊技機本体側に設けられており、前記連結構造体の移動に伴っ
て移動せず、
　前記連結構造体の前記特定の範囲への移動に伴い前記光照射手段からの光を前記接続部
の延出方向に沿うように伝播して前記接続部の全体が照射されるように、前記光照射手段
からの光の伝播を規制する伝播規制手段を含む、
特徴Ｂ３に記載の遊技機。
【０２００】
　この構成であれば、指向性の低い光照射手段を用いて特徴Ｂ１の効果を確実に奏するこ
とができる。
【０２０１】
〈特徴Ｂ５〉
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　前記光照射手段からの光は、前記連結構造体の前記特定の範囲内における移動に伴い照
射位置が前記接続部の延出方向に沿うように変化して、前記接続部の全体を照射する、
特徴Ｂ１又はＢ２に記載の遊技機。
【０２０２】
　この構成であれば、指向性の低い光源や指向性の高い光源を光照射手段として用いるこ
とができ、光源を選択する自由度が増加する。
【０２０３】
〈特徴Ｂ６〉
　前記光照射手段は、前記遊技機本体側に設けられており、前記連結構造体の移動に伴い
移動せず、
　前記連結構造体の前記特定の範囲内における移動に伴い前記光照射手段からの光の照射
位置が前記接続部の延出方向に沿うように変化して前記接続部の全体が照射されるように
前記光照射手段からの光の伝播を制限する伝播規制手段を含む、
特徴Ｂ５に記載の遊技機。
【０２０４】
　この構成であれば、指向性の低い光源や指向性の高い光源を光照射手段として用いるこ
とができ、光源を選択する自由度が増加する。
【０２０５】
〈特徴Ｂ７〉
　前記第１構造体が前記特定の範囲に位置していることを識別可能な識別手段を含む、
特徴Ｂ２～Ｂ６に記載の遊技機。
【０２０６】
　この構成であれば、特定範囲に連結構造体が配置されていることを簡便かつ確実に認知
できる。
【０２０７】
〈特徴Ｂ８〉
　前記識別手段は、前記連結構造体が前記特定の範囲に位置している場合に他の場合より
移動に要する外力を大きくする構造を有する、特徴Ｂ７に記載の遊技機。
【０２０８】
　この構成であれば、特定範囲に連結構造体が配置されていることを簡便かつ確実に認知
できる。
【０２０９】
〈特徴Ｃ１〉
　第１構造体（例えば、ボックスカバー３５２に相当）、前記第１構造体と係合する第２
構造体（例えば、ボックスベース３５１に相当）及び前記第１構造体と前記第２構造体と
を相対移動不能に連結する連結手段（例えば、連結部材９９０に相当）を含む連結構造体
を備える遊技機であって、
　前記第１構造体は、本体部（例えば、ボックスカバー３５２の本体部に相当）と、前記
連結手段と係合する被連結部（例えば、被連結部９２２に相当）と、前記本体部の周縁の
一側壁の外面から外方向に延出して前記本体部と前記被連結部とを接続する接続部（例え
ば、主接続部９２１に相当）とを含み、
　前記第２構造体は、本体部（例えば、ボックスベース３５１の本体部に相当）と、前記
連結手段により前記第１構造体の被連結部と連結される被連結部（例えば、被連結部９１
２に相当）とを含み、
　前記第１構造体の被連結部と前記第２構造体の被連結部とが前記連結手段で連結されて
いる相対移動阻止状態を解除する場合に前記接続部が切断され、
　前記第１構造体の本体部、被連結部及び接続部は、光透過性物質で一体成形されており
、
　前記接続部の延出方向に沿って前記接続部の内部を伝播するように光を照射可能である
光照射手段（例えば、発光器４９１に相当）と、



(37) JP 6233382 B2 2017.11.22

10

20

30

40

50

　前記一側壁の外面は、前記接続部の延出方向に対して起伏する形状（例えば、膨出部４
２４Ａに相当）であり、
　前記接続部は、前記起伏の変化部分（例えば、湾曲面面領域Ｒ１，Ｒ２に相当）の少な
くとも一部から延出している、
ことを特徴とする遊技機。
【０２１０】
　この構成であれば、接続部が切断されている場合には光照射手段からの光に基づいてそ
の切断面を簡便に視認できるために、接続部の切断痕跡を簡便に認知できる。また、不正
行為者が主制御装置の動作を不正に改変しようとする場合には、切断面を目立たせないよ
うに接続部を近隣の部材の輪郭線や稜線に沿って又はそれに平行や相似な切断線が形成さ
れると共に切断面が小さくなるように直線的に切断しようするために、光の照射方向に対
して傾斜する広い切断面が形成されるように誘導できるために、接続部の切断痕跡を精度
良く認知できる。
【０２１１】
〈特徴Ｃ２〉
　前記一側壁と前記接続部との境界線を輪郭とする仮想面は、前記接続部の延出方向と直
交する平面と異なる、
特徴Ｃ１に記載の遊技機。
【０２１２】
　この構成であれば、特徴Ｃ１の効果を確実に奏することができる。
【０２１３】
〈特徴Ｃ３〉
　前記一側壁の外面は、前記接続部の延出方向に離間する平行な２つの仮想平面の一方に
含まれる第１平面領域（例えば、基準平面領域Ｒ０に相当）と、前記２つの仮想平面の他
方に含まれる第２平面領域（例えば、突出平面領域Ｒ３に相当）とを含み、
　前記接続部は、前記第１平面領域と前記第２平面領域とに跨がる領域から延出している
、
特徴Ｃ１又はＣ２に記載の遊技機。
【０２１４】
　この構成であれば、特徴Ｃ１の効果を確実に奏することができる。
【０２１５】
〈特徴Ｃ４〉
　前記一側壁の外面は、前記接続部の延出方向に離間する平行な２つの仮想平面の一方に
含まれる第１平面領域と、前記２つの仮想平面の他方に含まれる第２平面領域と、前記第
１平面領域と前記第２平面領域との間の段差形成領域とを有し、
　前記接続部は、前記段差形成領域から延出している、
特徴Ｃ１又はＣ２に記載の遊技機。
【０２１６】
　この構成であれば、特徴Ｃ１の効果を確実に奏することができる。
【０２１７】
〈特徴Ｃ５〉
　前記一側壁の外面は、前記接続部の延出方向に離間する平行な２つの仮想平面の一方に
含まれる第１平面領域と、前記２つの仮想平面の他方に含まれる第２平面領域と、前記第
１平面領域と前記第２平面領域との間の段差形成領域とを有し、
　前記接続部は、前記段差形成領域と前記第１平面領域とに跨がる領域から延出している
、
特徴Ｃ１又はＣ２に記載の遊技機。
【０２１８】
　この構成であれば、特徴Ｃ１の効果を確実に奏することができる。
【０２１９】
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　前記一側壁の外面は、前記接続部の延出方向に離間する平行な２つの仮想平面の一方に
含まれる第１平面領域と、前記２つの仮想平面の他方に含まれる第２平面領域と、前記第
１平面領域と前記第２平面領域との間の段差形成領域とを有し、
　前記接続部は、前記段差形成領域と前記第２平面領域とに跨がる領域から延出している
、
特徴Ｃ１又はＣ２に記載の遊技機。
【０２２０】
　この構成であれば、特徴Ｃ１の効果を確実に奏することができる。
【０２２１】
〈特徴Ｃ７〉
　前記光照射手段は、前記接続部の延出方向に沿って前記接続部に対向するように配置さ
れ、
　前記一側壁の内面は、前記接続部と光照射手段との間において前記仮想平面と平行な平
面に含まれる平面領域を有し、
　前記光照射手段からの光は、前記一側壁の内面の平面領域から入射して前記第１構造体
の被接続部まで直線的に伝播する、
特徴Ｃ３～Ｃ６に記載の遊技機。
【０２２２】
　この構成であれば、特徴Ｃ１の効果を確実に奏することができる。また、接続部の全体
の切断痕跡を一括して確認できる。
【産業上の利用可能性】
【０２２３】
　以上のように、本発明は、パチンコ機やスロットマシン等の遊技機に適している。
【符号の説明】
【０２２４】
　１０…パチンコ機，
１６０…主制御装置，
３１１…基板ボックス，
３１２…主制御基板，
３５１…ボックスベース，
３５２…ボックスカバー，
３５３…カシメ受けカバー，
３５４…カシメ受け部材，
７００Ａ～Ｂ…開放封印部，
７１１…接続部，
７１２…被連結部，
７２２…被連結部
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